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六 五 四 三 ニ  一

序
論

紀
州
藩
の
.
成
立
と
慶
長
檢
地
.

檢
她
帳
の
外
形
的
考
察
V 

-

,

:

分
析
㈠

——

土
地
關
係 

分
析
；

0
:
1

農
民
關
係
.

結
語——

近
世
初
期
に
お
け
る
領
主
と
.農
民

1

序

論

.

. 

'

'
裏
近
に
お
け
る
近
世
初
期
の
檢
地
及
び
本
百
姓
形
成
に
關
し
て
の
硏
究
は
著 

し
く
_

し
た
|

一
 

方
に
.
お
い
て
は
、
，太
閤
檢
地
を
も
つ
て
我
國
に
お
け
る
#
 

建
制
確
立
の
導
標
と
丸
す
論
理
的
規
定
が
試
み
ら
れ
、
他
方
に
お
い
ヤ
は
緻
密 

な
I

.

®

®

く
實
證
的
硏
究
の
進
提
が
み
ら
れ
た
事
に
ょ
り
、
こ
の
分
野
に 

お
け
る
硏
究
の
永
準
は
曾
つ
て
到
達
し
得
た
段
階
を
遙
か
に
越
.
え
た
の
^
あ 

續

，し
か
し
乍
ら
、
こ
，れ
ら
.
の
硏
究
の
進
展
に
拘
ら
ず
、.
檢
地
、
方
百
姓
の
形
'
 

成
、
..卽
ち
封
建
制
の
確
立
に
つ
い
て
の
は
_

は
ま
だ
下
さ
れ
得
な
.
い
の
で
あ 

る
。
.
そ
の
理
由
と
.
す
る
處
は
、
例
え
ば
安
良
城
氏
に
よ
っ
て
代
表
.さ
れ
る
論
理

的
考
察
と
、
g

氏
に
よ
っ
て
代
袭
さ
れ
る
個
別
的
硏
究
と
の
距
離
が
猶
依
然 

.

.
と
し
て
相
當
大
き
い
.
事
に
起
因
す
る
。
論
理
的
考
察
が
な
：お

1

層
の
史
實
に
よ
パ 

っ
：て
支
持
さ
れ
、
個
別
的
研
究
が
更
に
地
域
的
に
擴
充
す
る

事
に
よ

り

、
.地
方 

性
を
止
揚
し
て
窿
系
化
さ
れ
ね
'ば
が
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
筆
濟
の
さ
じ
あ 

.
た
っ
て
の
目
標
も
こ
の
間
隙
を
埋
め
る
以
上
の
も
め
で
は
な
い
。
し
か
し
、
從 

■

來
行
わ
れ
、
考
え
ら
れ
て
来
た
近
世
I

の
檢
地
及
び
檢
地
帳
の
理
解
，は
、
全 

面
的
に
そ
の
ま
、
容
認
し
得
る
も
の
で
あ
ろ
ぅ
'か
と
言
5;

黯
を
少
し
檢
討
し
て
.
 

み
る
必
裂
が
あ
る
。

:.
:

.
蓆
一
に
、
近
世
初
期
の 
'

「

本
百
姓」

：.：に
關
す
る
理
解
で
あ
る
。
從
前
の
黾
解 

に
從
え
ば
、
本
百
姓=

高
持
苗
姓
と
言
ぅ
近
世
中
期
以
後
の
同
等
關
係
を
そ
の
；

.

.ま
X 

,
视
期
_に
適
隞
す
^
こ
^
£
'よ
り
、：：：こ
れ
を
土
地
保
有
：に
基
く
經
濟
的
な
單 

位
と
ず
を
。
し
か
し
、'-
最
货
の
旃
究
で
：は
、；
'そ
の
^
負
檐
紙
诳
因
さ
れ、
-

&

: 

擔
者=
本

苜

な

ず

說

炉
^
^
と

：
な.っ
そ

.
來: %
. ^
の
事
は
、
本
百
姓
が
、 

少
く
と
も
初
期
にお
：い
v
ft
;嘲
主
に
對
し
：て
：
一
一
洚
め
馨
負
擔
義
務
を
有
す
る： 

社
會
：̂
身
分
^
あ
冷
た
事
を
示
す
も
の
で̂

^:

從
£
1̂
则
著
の
場
合
と
は
根 

本
的
に
そ
の
規
定
內
容
を
異
に
す
る.ど
言
え
よ
ぅ
。
ぞ
して
、

こ
の
場
合
の
賦

策

通

相

'

^

^

海

r
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へ
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:

-
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：
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近

世

初

期

の

檢

地

と

本

百

姓

身

分

©

-

形

成

：

——

慶

長

，
六

年

：紀

：州

T

檢
地
帳
め
硏
究

速
水

融

役
負
擔
は
、
本
西
姓
の
農
奴
と
し
て
の
身
分
を
確
定
：す
る
も
の
で
あ
る
.か
否 

か
、
f

及
び
土
地
保
有
と
の
關
係
、
賦
役
の
內
容
を
究
明
す
る
事
が
そ
の
解 

.
答
を
決
定
す
る
も
の
と
み
て
よ
い
，;0
こ
れ
ら
の
解
明
が
成
ざ
れ
る
事
に

よ

り初
，
 

期
本
百
姓
形
成
の
意
議
を
知
り
得
る
の
で
あ
る
。

第
二
は
、
主
と
し
て
臾
料
批
判
吵
立
場
か
ら
で
あ
る
が
、
近
世
初
期
の 

略
評
債
に
.つ
P

て
で
あ
る
。
檢
地
そ
れ
自
體
に
つ
い
て
は
、
諸
硏
究
の
示
す
如 

く
、
.

そ
れ
が
舊
诳
厚
王
、

の

が

な

し

得

ず

、""！
豐
政
權
を 

.

以
つ
て
頂
辦
^

b

る
戰
國
大
名
獨
特
の
施
策
で
，あ
つ
た
^

、
し
か
も
そ
れ
が
#
 

來
の
'
檢
注
帳
、-
名
寄
帳
系
統
の
も
の
と
は
異
J1

、「

さ
く
し
ぎ
の
義
に
い
た
つ
て 

は
、
.

さ
音
御
檢
地
の
時
、
け
ん
ち
帳
に
か
き
，

§

り
申
候
も
の
の
、
さ
ば
き
に
つ 

か
ま
つ
り」

と

命
ず
る
如
く
、
各
筆
毎
の
作
職
人
を
登
錄
し
て
行
く
黠T

不
相 

屆
覺
悟
之
锻
於
在
之
渚
、(

中
略)

ー
鄕
も
ニ
鄕
も
、
悉
な
て
き
り
可
仕
候
、
，
六 

十
餘
州
i

仰
付
、
.出
漪
興
州
迄
そ
さ
ぅ
ニ 
.ハ
さ
せ
ら
る
間
敷
候
、
た
•と
へ
亡 

，所
二
成
候
て
も
不
苦
候
間
、
可
得
其
意
候
、3

の
お
く
、
海
ハ
ろ
か
い
の
つ
X 

1

き
憐
迄
、
可
入
念
事
專
ー
候」

と
言
ぅ
言
葉
に
最
も
端
的
に
示
さ
れ
る
如
く
、
 

徹
底
的
に
强
行
さ
れ
て
い
る
辦
等
.
に
お
い
て
近
世
初
期
の
歴
史
の
上
に
占
め
る 

意
義
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、_
檢
地
の
實
際
に
當
つ
て
は
、
領
主
の 

目
的
と
し
た
腐
が
全
く
何
の
障
害
も
な
く
圓
滑
に
行
わ
れ
、
從
つ
て
檢
地
帳
が 

諸
般
の
史
實
を
そ
の
ま
k

に
體
現
し
て
い
る
と
す
る
事
は
早
計
に
失
す
る
。
況 

ん
や
檢
地
帳
が
村
方
に
殘
さ
れ
た
散
發
的
な
、
む
し
ろ
偶
然
的
理
由
に
よ
.つ
セ 

殘
つ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
場
合
、
.そ
れ
ら
を
通
じ
て
檢
地
施
行
者
の
權
カ

造
を
耷
々
ず
る
事
は
、
解
決
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
幾
つ
か
の
前
提
を
も
つ
.て
初 

め
て
可
能
な
の
で
あ
る
。-
そ
の
前
提
は
、
最
小
限
次
の
ニ
.

つ
に
耍
約
さ
れ
る
0 

一
は
、
檢
地
帳
に
登
錄
含
れ
て
い
る
名
請
人
の
、
村
落
内
部
に
お
け
る
存
在
形
：

近
#
初
期
の
檢
地

と
本
哲
蝕
身
分
の
形
成

態

,0
. 一.

U
1
、

同
一
領
主
'に
ょ
る
、
洞
一.
.年
代
の
、.同
一
地
域
の
：檢
地
帳
が
同
一

の

基

證

汰

塞

繁

怒

も

ゃ

で

繁

か

否

か

'

§

い

て

打

確

認

ご

.れ

ャ

ぁ-

'

ヤ

I

1-

奮

濃

^

p

v>
v

藤

捏

親

褒

鼇

帳

^

:

也

の他の史料にそれが從塞

H

わ

れV

ぃ

た

！
^

個

ん

の

農

民

，
の

獨

立

、

，ね

/.
/
;
;
:

レ

た.

f

な

、
.

家

族

ゃ

鷲

農

發

穿

場

合

を

含

七

ト

染?
.

事
が
明
ら
か̂

^

1«

そ
：̂

て
殆
ん
ど
す
べ
て
の
場
合
、
こ
の
»

な
^
豸
を 

含
む
名
請
人
，
£

數
^

-\
:

屋
敷
地
の
所
持
者
と
し
て
登
錄
さ
れ
.て
い
.
る
處
の
農
.

M 

.

民
の
數
卽
ち
霧
を
が
な•い
上
囘
っ
て
い
る
い
ど
の
事
は
一
躐
作
職
の
所
有
者
.

と
し
て
登
錄
さ
れ
て
い
ざ
名
請
人
も
、

：

そ
の
名
前
を.示
す
場
合
、
.種
々
の
理
由 

か
ら
、
同

ナ

囊

で.
あ
り
な
が
ら
異
つ
た̂
員
と
し
て
示
さ
れ
る
可
權
の
非':

常
に
强
か
今
汽
こ
と
を
嚇
語
る
ぐ
こ
の
事
は
又
、
當
時
、に
お
け
る
村

P

造
や 

家
族
億
料
の
：然
ら
し
む
る
處
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
見
解
を
否
定
せ
ざ
る
以
上
、

. 

常
該
村
落
の
象
族
構
成
を
示
す
史
料
の
存
在
せ
ぬ
限
り
、
マ
檢
地
帳
に
登
錄
さ
れ 

た
^*

<
を

す
.ベ
；て
.獨
立
せ
る
家
•の
：戶
主
と
見
做
し
、
持
高
を
整
理
集
計
す
る 

事
の
意
味
は
喪
失
ざ
れ
る
の
で
あ
る

J

と
す
れ
ば
、
こ
の
黯
の
確
認
は
檢
地
帳 

利
用
に
.黉
つ
て
、1

的
と
も
言
ぅ
べ
き
重
要
な
前
提
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
■

^

,
篝

|
0黯
：は
研
究
以
前
の
麗
で
あ
る
が
、
%

來
の
儘
帳
硏
究
が
多
く

 

.

村
方
に
：散
在
す
る
も
の
に
ょ
っ
て
進
め
ら
れ
た
結
果
、
同
一

.

の
i

に
際
し 

て
1

_

が
全
く
同
一
の
基
準
を
以
っ
て
な
さ
れ
た
と
?-
*
言
わ
ば
無
前
提
的
に 

f

t

れ
无
の
で
あ
るi

し
か
し
こ
の
黙
は
今
一
胄
ゆ^

し
©
す
巡
要
が
あ 

:

る
。Z
議
條
目
が
制
定
さ
れ
、
そ
か'に
基
い
たI

が
施
行
さ
れ
、
檢
地
帳
が 

作
成
さ
れ
た
近
世
由
期
以
後
^
っ
い
て
は
こ
の
事
は
不
間
に
附
す
事

も

可
能
で 

あ
る
0

し
か
し
、
初
期
に
お
い
：て
は
.、
未
だ
と
の
樣
な
制
度
的
な
確
立
が
だ
く 

.
且

っ

募

の

：土
豪
勢

-
R

は
依
然
ど
し
て
強
固.で
あ
り
、
鐘
及
び
檢
地
帳
の
.作
..

3 u

C
1

三
.一

)

K

H

H

U

H

S

n



成
杧
當
夕
ズ
は
領
主
ネ
彼
等
と
の
妥
協
を
必
要
上
す
る
場
合
の
多
か
つ
た
事
が
：： 

',

考
え
ら
れ
る
。
然
る
限
り
、
檢
地
帳
記
載
が
個
々
め
場
合
に
よ
.っ
て
か
な
り
異 

.っ
て
來
る
事
も
十
分
豫
想
し
得
る
の
で
あ
る
V

'

T

1

.
'

筆
渚
は
以
上
一
ポ
し
た
機
な
疑
問
點
を
か
ら
ま
せ
っ
气
r

一
 

の
檢
地
.に
基
く 

-

1

帳
を
比
較
的
多
く
殘
す
處
の
紀
伊
の
場
合
を
考
察
す
る
事
に
よ
り
> 

近

世
.
 

初
期
に
お
け
る
封
建
制
成
立
の
本
質
を
捉
え
ん
と
す
る
も
の
で
.あ

る
°
本
稿
に 

お
い
て
こ
の
節
で
示
し
た
問
題
點
の
す
べ
て
が
十
分
に
：解
決
さ
れ
5

^

は
勿
論 

斷
じ
得
な
い
が
、
か
\

る
個
別
的
な
硏
究
を
積
み
重
ね
る
事
に
.
よ
.

っ
て
問
題
の 

核
心
へ
迫
る
こ
と
は
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
ぅ
ノ
紀
伊
の
次
に
は
文
祿
の
太
閤
檢 

地
帳
を
多
く
殘
す
伊
勢
の
場
合
に
っ
い

て
考
察
を
試
み
る
豫
定
で
あ

る

。

な
お
玆
に
附
記
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
取
扱
っ
た
史
料
に
っ
い
て
で
あ
る
。
本 

..

稿
に
使
用
し
た
紀
州
檢
地
帳
乃
殆
ん
ど
は
德
川
林
政
史
硏
究
所
所
藏
の
も
の
で 

あ
る
。
こ
の
檢
地
帳
が
幕
藩
時
代
に
は
和
歌
山
藩
の
手
許
に
あ
っ
た
事
は
間
違 

い
な
い
。
そ
れ
が
雜
新
以
後
、
三
重
縣
、
名
古
屋
税
務
監
督
局
と
渡
り
最
後
に 

昭
和
初
年
に
同
硏
を
趴
の
所
^

す

る
も
の
と
な
っ
た
。
今
の
樣
に
檢
地
帳
硏
究 

の
未
だ
盛
に
な
e>
'

ざ
る
時
期
に
保
存
に
努
力
さ
れ
、
又
淺
學
の
筆
者
に
快
く
借 

覽
を
許
さ
れ
た
同
研
究
所
の
所
三
男
氏
に
深
く
感
謝
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

(

註
一
.)

' 

.周
知
の
如
く
安
良
城
盛
昭
氏
に
よ
る「

太
閤
檢
地
の
歷
史
的
前
提」

:.
.

、(

歴
史
學
硏
究一

六
三
、
四
號
所
收)

、「

太
閤
檢
地
の
歷
史
的
意
義」 

(

同
誌
、

一
六
七
號
所
收)

の
ニ
論
文
は
、
我
國
の
封
建
制
H

農
奴
制
の 

成
.立
を
太
閤
檢
地
に
求
め
こ
の
樣
な
政
策
を
打
出
し
て
行
っ
た
織
豐
政
權 

を
封
痤
制
成
立
の
ニ
っ
の
途
の一

っ
と
し
て
刻
印
す
る
鄯
に
よ
り
、
そ
の 

歷
史
的
意
義
を
認
め
ん
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
大
膽
な
立
論
に
お

:

.

.

い
て
：當
に
：割
期
的
.
で
あ
り
、
事
の
諾
冱
は
と
も
か
く
と
：し
て
、
-■■
■

研
究
者
に
.

.

大
き
な
刺
戟
を
與
え
る
こ
と
と
な
つ
た
'0

是
に
對
し
、
.宮
川
滿
氏
に
ょ
る 

.

ー
連
の
勞
作
、
—|

太
閤
撿
地
と
家
族
構
成」

(

ヒ
.
ス
：ト
リ
ァ
八
丨
1

1

號
所 

收)

、「

.
封
建
制
確
立
期
の
村
落
と
農
民
の
動
向」

(

滋
賀
縣
立
短
期
大
學 

,
雜
；f
B-

第
三
號
所
收)

は
畿
內
周
邊
地
方
を
中
心
と
さ
れ
る
の
で
あ
る 

が
^

^

篇
ま
れ
た
.
史
料
の
分
析
を
通
じ
て
、
主
ど
し
て
村
落
內
部
の
動
き
を 

■

精
密
に
考
察
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
他
以
上
の
諸
業
績
に
優
る
と
も
劣
ら
ぬ 

.

跅
究
は
舉
げ
る
に
.暇
が
な
い
程
發
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
す
べ
て
を 

紹
介
す
る
の
は
本
槁
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
.°
そ
の
硏
究
史
に 

,
:
:
:
..
'
:
::0
^

て
|

北
島
正
元 

て」
(

史
學
雜 

-

誌
六
三
？

〇
、
r

r

號
所
收)

に
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

.

• 

.

«

:

5

:ス
；

M

濟
史
學
會
昭
和
二
十
九
年
度
大
會
に
お
け
る
後
藤
陽
一
氏 

の
報
吿
、
な
お
£

れ
は
現
在
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
樣
で
あ
る
が
、
さ
し
當 

ぶ
永
原
慶
ー
；|
氏
'0
:
,大
會
參
加
記
.「

太
閤
檢
地
と
初
期
本
百
姓
の
性
格」

(

歷
史
學
碑
究
^

:

七
四
號
所
收)

參
皿
。
遠
藤
^

^

助

「

德
;f
[

期
に
於
け 

るJ

村
共
同
體
.

』

.

の
：..，組
成」

(

史
學
雜
5

S

編
ニ
號
所
®

も
こ
の
點 

を
强
調
さ
れ
る
,-
9

'.
:

,

:

(

註
三)

一
文
^
ギ
ヰ
^

だ
五
九
六)

石
田
三
成
が
領
內
の
近
江
諸
村
に
對
し 

て
命
じ
た
卞
^

ス
成
训
滿「

太
閤
検
地
'
と
家
族
構
成(

上)
」

.ヒ
ス
ト
リ
ァ 

,
:
:
.
~
:'
;
.第
-/
\

.

號

所

，收

ょ

り
^'
\
。
 

-

 

• 

• 

=

註

：
四

，

f

淺

歷

家

丈

書

本

古

贫

聱

家

^
げ

第

.

-

收
.
の
.
悉
咭
朱
印
狀
ょ
り
。
な
ぉ
：-l
J

f

^
4-
^

^

4

3

'A
;

c

3

f:
.

:
.

.

.

.

.

.

.

-.
:
:
1
:海
箱
务
淺
還
进
决
弼
：が
#-

育
の
檢
地
奉
行
と
^

で
與
頻
檢
：地
施
荇
<?
>
際
に

'

.

'命
‘
せ
ら
加
^

も
め
.

で
あ
る
。

へ
註
五)

河
井
勇
之
助「

近
世
初
既
近
江
地
方
檢
地
帳
の
硏
究」

(

麂
島
丈
理

科
大
學
史
學
硏
究
記
念
論
叢
所
收)

宮
川
滿
、
前
揭
論
文
參
照
。

.
* 

.

ニ

：
紀
州
藩
の
成
立
と

i
l

極
1

丨
丨
\

 

-

本
稿
に
お
い
.
て
取
り
扱
ぅ
檢
地
帳
の
殆
ん
ど
は
紀
伊
國
の
内
、
牟
婁
郡
の
も 

の
で
あ
る
。
紀
伊
一
圓
は
慶
長
五
年(

一
六
〇
〇)

、淺
野
幸
長
の
領
す
る
處
と 

な
っ
た
。
戰
國
期
の
紀
州
に
っ
い
て
は
今
玆
に
詳
説
す
る
必
要
は
な
い
。
た
 ̂

天
正
十
三
年
2

五
八
五)

、秀
吉
の
紀
州
征
伐
が
行
わ
れ
、
二
應
土
豪
勢
力
が 

平
宏
さ
れ
、，
織
豐
政
權
の
下
に
組
み
入
れ
ら
.れ
て
行
っ
た
C
と

を
述
べ
て
お
.
 

く
。
そ
れ
故
に
、「

秀
吉
の
南
征
以
前
ょ
り
奥
熊
鮮
地
方
を
領
有
し
て
動
か
な
か 

.

っ
た
堀
內
氏
の
沒
落
の
傲
1

は
特
に
大
き
く
、
そ
の
麾
下
の
土
豪
の
離
散
を
招 

い
た
こ
と
は
少
く
な
か
.
H

i

—

と
云
わ
れ
る
。關
ヵ
原
戰
に
家
康
方
に
組 

し
た
淺
厨
幸
長
は
咿
斐
か
ら
轉
封
さ
，れ
、
自
ら
は
和
歌
山
に
據
っ
た
が
、
家
臣
：
 

の
淺
野
犮
衞
門
佐
忠
知
を
田
緹
に
、
淺
野
右
近
大
夫
忠
吉
を
新
宮
に
配
し
て
僻
.
 

遠
の
’
牟
集
郡
地
方
を
支
®'

さ
せ
た
。
淺
野
氏
の
領
有
は
そ
の
後
元
和
五
年
.

2 

六
一
九)

、猜

賴

宣

が
•
駿
府
か
ら
移
封
さ
れ
、
自
ら
は
廣
島
へ
轉
ず
る
迄
の
ニ 

十
年
足
ら
ず
の
短
期
間
で
あ
っ
た
が
、
，
こ

の
間
に
近
世
的
領
有
體
制
は
ほ
^
確 

立
し
た
と
見
ら
れ
る
。

.

ン 

そ
の
最
も
大
き
な
治
績
が
、
慶
長
六
年
秋
、
金
領
域
に
亙
っ
て
施
行
さ
れ
た 

檢
地
で
あ
っ
た
。
淺
野
氏
以
前
に
1

が
行
ゎ
れ
た
事
は
伊
谦
氏
も
羽
柴
秀
長 

が

「

天
芷
十
三
閏
八
月
、.
小
掘
新
介
等
を
遺
し
て
檢
地
を
實
施」

-L

た
と
さ
れ
.
 

て
い
る
。
同
氏
の
典
據
と
さ
れ
た
»

1

文
書
に
次
の
如
き
も
の
が
見
出
さ
れ

る

f

其
許
檢
地
申
付
候
に
つ
ゐ
て
小
掘
新
助
差
越
候
、.
百
姓
龍
出
庄
堺
何
も
こ 

近
世
初
期
の
檢
地
と
本
西
姓
身
分
の
§

.

た
.
へ
.
お
と
し
無
之
傣
に
可
仕
候
、
淀
目
等
之
儀
新
介
に
申
含
遣
候
絛
成
其
意 

.

諸
事
新
助
次
第
可
申
付
者
也
、.
委

曲

任

ロ

上

候

謹

言
:

.

■美濃守秀
長判
 

.
天
正
十
三
年
壬
八
月
九
日

、

. 

-

.

紀
州
國
中
總
百
姓
中」

. 

.こ
れ
に
よ
つ
て
.天
正
十
三
年
に
檢
地
が：

行
わ
れ
た
事
は
ほ
^
確
實
と
み
ら
れ 

る
が
、.

檢
地
帳
や
そ
の
實
m

を
確
證
し
得
る
史
料
は
今
の
•處
發
見
さ
れ
て
い
な 

い
。
從
っ
て
そ
れ
が
如
何
な
る
形
態
に
お
い
て
行
わ
れ
た
か
に
つ
い
て
明
ら
か 

に
し
得
な
い
。：

た
乂
天
正
檢
地
の
結
果
打
出
さ
れ
た
紀
州
の
石
高
が
一
一
十
四
萬 

石
餘
で
.
あ
っ
た
事
を
傳
え
：る
の
み
で
'
あ
る
。

又
淺
野
氏
が
紀
州
領
有
以
前
に
f

を
行
っ
た
か
否
か
に
っ
い
て
は
、
先
に 

示
し
た
史
料
に
よ
り
天
正
十
八
年
の
秀
吉
に
よ
る
奥
州
征
伐
直
後
、
そ
の
地
の 

檢
地
奉
行
と
な
つ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
う
る
。
し
か
し
こ
れ
は
自
己
の
®

 

に
對
し
て
'
で
は
な
か
っ
た
。〗

從
.っ
て
淺
野
氏
が
領
主
と
し
て
自
己
の
領
域
の
檢 

地
を
行
う
の
は
こ
れ
が
最
初
で
あ
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

.

.

こ
の
慶
長
六
年
の
紀
州
檢
地
は
、
.高
野
出
領
を
除
く
全
紀
州
の
石
高
を
三
十 

七
萬
六
千
石
餘
と
な
し
、
以
後
維
新
に
至
る
ま
で
、
紀
州
に
お
い
て
は
本
田
畑 

の
撿
地
は
行
わ
れ
ず
、
こ
の
時
の
石
高
が
そ
の
ま
用
い
ら
れ
た
。1

R

祿
十
. 

十
一
年
に
再
び
檢
地
が
行
わ
れ
た
と
胃
う
說
が
あ
る
が
こ
の
時
は
地
詰
で
あ 

り
、
計
算
の
齟
齬
を
訂
正
し
た
に
と
シ
ま
る
。：

慶
長
の
檢
地
に
っ
い
て
も
施
行 

の
實
際
を
i

示
す
よ
う
な
史
料
は
な
い
。
第
一
.に
こ
の
檢
地
に
當
っ
て
は
淺 

野
氏
と
德
川
氏
と
の
關
係
は
重
要
で
あ
る
に
.拘
ら
ず
何
等
知
り
得
な
い
の
一
で
あ 

る
。
又
、
檢
地
奉
行
が
誰
で
あ
っ
た
.
か
、.
間
竿
の
長
さ
等
に
っ
い
て
も
確
請
を 

:

缺V
。

間
竿
に
っ
い
て
は
、『

南

紀

情

史』

にT

紀
州
觀
領
地
方
は
淺
野
紀
钳

五

C
1

三
三)

t

;

■i

)

^.

t

r；

i
r-t

I
I
;l
;1

11-

J

I
4
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'

;:
,'
;
•■
V

守
i

代
に
拾
碧
御
打
出
し
之
所
故
、
' T

.

間
を
六
尺
三
寸
と
御
盡
成候

!
?

 

と
•あ
り
，、：
又
元
祿
十
年
6-
—I

地
方
仰
派
帳J

に
は「

竿
は
先
規
之
逋
六
尺
三
寸
盛
：
 

込
竿
を
以
て
寸
尺
可
相
改
事」

と
あ
り
、
六
尺
三
寸
竿
を
用
い
た
こ
と
が
推
測 

.

さ
れ
る
。
し
か
し
.f

南

紀

史

』

：の
-記
載
は
後
年
の
も
の
.

で
あ
ゥ
、
全
面
的 

^

支
持
，で
.き
な
い
事
は
，次
'
,の
.
點
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
,0
.そ
れ
は
檢
地
奉
行
に 

關
す
る
記
載
で
、
同
書
に
ょ
れ
ば「

淺
野
紀
伊
守
幸
長
は
慶
長
六
年
丑
三
月
廿
.
 

四
日
和
歌
3

之
城
ぺ
始
て
⑷
罾
胄
罾
¥

打
石
黑
半
兵
衞
を
以V

國
中
改
候
也」 

.
と
あ
り
、
'

こ
れ
を
典
據
と
し
て
以
後
の
鄕
土
史
及
び
諸
硏
究
.は
檢
地
奉
行
を
石 

.
黑
半
兵
衞
と
し
て
い
る
。
し
か
し
石
.
黑
半
兵
衞
は
後
に
見
る
.
如
く
、
檢
地
帳
に 

記
載
さ
れ
て
い
る
檢
地
役
人
の
一
人
で
あ
り
、
幺
を
直
ち
に
奉
行
と
す
る
こ
と 

は
.
で
き
な
い
。
.む
し
ろ
、
檢
地
帳
に
役
人
を
某
々
組
誰
々
と
記
す
場
合
の
茱
 々

に
相
當
す
る
と
考
え
た
方
が
穩
當
で
あ
る
。
.
と
す
れ
ば
、
年
婁
郡
檢
地
帳
に
出 

て
來
る
僅
か
一
例
に
す
ぎ
な
い
并
上
助
大
夫
組
植
田
三
介
と
言
ぅ
記
歡
に
見
ら 

れ
る
许
上
助
大
夫
を
檢
地
舉
行
と
認
め
る
方
が
ま
だ
妥
當
で
あ
る
。
し
か
し
是 

等
の
點
に
つ
い
て
の
確
答
.は
留
保
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

:

.

i

郡
東
部
の
熊
野
川
以
東
の
地
域
に
お
け
る
檢
地
は
同
年
^
九
月
か
ら
十 

月
に
か
け
て
行
わ
れ
た
。
殘
さ
れ
た
檢
地
帳
の
日
付
を
み
る
と
、
九
月
十
八
日 

が
最
も
早
く
一 

つ
の
例
外
を
除
い
て
十
月
十
四
日
以
後
の
も
の
は
な
い
。
日
付 

を
缺
く
も
の
も
あ
る
が
、
こ
の
地
方
約
耳
力
村
を
ほ
^

一
 
_
ヵ
爿
.
で
終
了
し
た
。
こ 

の
他
散
發
的
で
は
あ
る
が
紀
州
の
他
郡
の
場
合
も
す
ベ
て
九
、
十
月
で
あ
る
と 

こ
ろ
か
ら
、
紀
州
全
域
に
亙
つ
て
傾
 々

一
ニ
ヵ
月
の
間
に
⑩
地
が
完
了
し
た
と 

思
わ
れ
る
。
こ
の
事
は
、
檢
地
の
實
施
に
當
つ
て
、
施
行
渚
に
か
な
り
多
數
の 

人
員
を
要
し
た
事
を
示
す
の
で
あ
る
。
第

一

表

(

折
込
別
表
參
照)

は
殘
存
す 

る
牟
集
郡
東
部——

現
在
三
童
縣
尾
鴛
市
及
び
熊
野
市
、
北
牟
婁
郡
及
び
南
牟

義

C
:
会
.

四
).：

婁
都
ね
屬
す
るt

•

I

の
：金
檢
池
帳
か
ら
表
題
、
福
地
役
人
、
：'日
付
、
石
高

、
家

数

等.を
表
示
し
.た
も
の
で
あ
る
。：：

こ
れ
に
ょ
り
！

役
人
が
如
何
に
鐘
を 

實

施

し

、て

行

つ

.
た
：
か
：を

見
'ょ
ぅ
。
た
と
.
え
ば
そ
.
の
：

一

人
で
あ
る
恒
川
久
左
衞
門 

.
は
> 

九
月一

ー
十
.ニ
日
に
桃
崎村

：
.(

故
地
帳
#
號
五
四 
>

.
を
行
：っ
た
.
の
を
1

に 

し

て

以

後

一

：一

十

八

日

波

田

須

村

：

S

一
一

)

、
十

月

.一

百

河

內

村

(

八)

、
.

四
日
.馬 

•
.顔

村

(

七)

、
六
日
三
浦
村

(

六)

と
五
力
村
を
行
つ
.
て
：い
る
。
新
宮
に
近
い 

北
0|

地
方
か
ら
始
め
、.
約
ニ
週
間
を
經
：て
次
第
に
東
北
部
へ
向
づ
た
こ
と
が
判 

.

る
。
役
人
毎
の
檢
地
村
數
を
出
せ
ば
、
'*
:

高
は
植
田
三
介
の
十
力
村
で
あ
り
、
 

八
力
村
.

一
入
、
七
力
村
一
.

人
、
'
六
力
村一

一
人
、
五
：力
村
一
一
人
、
四
力
村
五
人
、
 

三
力
村
五
人
、
.一
一
力
村
八
人
、

一
力
村
九
人
と
な
る
。
平
均
し
て
一
人
が
三
.力 

村
を
檢
地
し
て
い
る
，の
.
で
あ
る
。
尤
も
實
際
に
お
い
て
一
力
村
が
一
人
の
役
人 

に
‘ょ
っ
て
檢
地
さ
れ
た
か
否
か
は
一
一
人
を
併
記
す
る
村
の
あ
る
處
か
ら
も
疑
問
.
 

.

で
あ
る
が
、
と
も
か
ぐ
三
十
數
人
の
役
人
名
が
.見
出
さ
れ
る
事
は
注
意
せ
ね
ば 

な
ら
な
い
。
犬
體
に
お
い
て
新
宮
に
近
い
i

以
西
の
平
姐
部
で
：は
二
人
當
り 

.

の
村
數
が
少
く
、
ar

間
部
や
遠
隔
地
で
は
多
く
な
っ
て
い
る
。
又
一
地
域
，を
一 

人
の
役
人
が
行
ぅ
場
合
^

—

例̂
え
ば
舊
入
鹿
庄
七
力
村
は
長
田
衞
門
太
郞
一
人 

の
檢
地
で
あ
っ
た——

が
あ
る
一
方
で
は
、
多
數
.
の
役
人
が
行
ぅ
場
合一

例̂ 

え
ば
舊
北
山
鄕
十
一
力
.
村
は
九
人
の
，役
人
が
行
つ
た——

も

あ

り

.
一

律

に

は

言 

え
な
い
。
要
す
る
に
^

通
至
難
の
ど
の
地
方
を
^

連
に
檢
地
す
る
必
要
が
、
こ 

の
樣
に
役
人
一
人
當
り
の
檢
地
村
數
を
少
員
に
限
定
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ 

る
。
 

•

檢
地
は
こ
の
年
の
收
獲
i

前
の
九
月
か
ら
十
月
の
間
に
行
わ
れ
た
が
、
全 

領
域
の
檢
地
が
完
了
し
た
と
み
ら
れ
る
同
年
十
一
月
に
は
次
の
如
き
®

日
を
出 

し
、
地
方
施
政
の
大
綱
を
f
Tr
v

し
て
い
る
。

「

 

定 

一
當
年
貢
納
判
升
の
外
と
り
や
り
一
切
停
止
の
事 

一
年
貢
之
儀
は
百
姓
と
しV

は
か
り
渡
へ
し
、
付
ロ
米
は
相
定
の
こ
と
く
一 

石
に
付一

一
升
宛
た
る
べ
し
、
然
時
は
む
し
ろ
付
の
米
一
切
不
可
出
事
■

1■

當
年
荒
を
ひ
ら
き
候
■

有
之
は
當
春
$

す
如
く
當
年
は
つ
く
り
と
り 

た
る
へ
き
事

一
百
姓
申
分
於
有
之
は
此
方
へ
.
申
べ
し
、
越
り
％
な
く
小
百
姓
.一
人
も
は
し 

ら
せ
候
は
X

其
と
こ

ろ

の

，
お

：
と

な

百
姓
曲
事
た
る
へ
き
事 

一
年
貢
俵
子
其
郡
の
船
着
ま
て
诃
相
屆
、
付
代
{
#
人
非
分
於
有
之
者
新
宮 

へ
、
近
所
は
右
近
大
輔
所
ま
て
可
申
理
候
、
郝
中
に
て
も
爰
元
.へ
ち
か
き 

所
は
佐
衞
門
佐
か
た
ま
て
可
！

^

t

 

葙
條
々
麵
有
之
候
て
か
く
し
置
に
を
ひ
て
は
百
姓
爲
曲
事
者
也
、
仍
如
件

左

京

國

慶
長
六
年
十
一
月
朔
日

,
. 

室

郡

百

姓

中」 

こ
れ
に
よ
り
、
檢
地
を
ま
つ
て
淺
野
氏
の
近
世
大
名
と
し
.
て
の
.
領

域

支

^

の 

體
制
は
確
立
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
伊
東
氏
に
よ
れ
ば
、
慶
長
の
檢
地
は
、

/ 

天
芷
の
檢
地
に
際
し
て
な
お
完
全
に
拂
拭
し|

な
か
つ
た 

」

に
對
レ
で
.働
思
と
し
て
(0
:

地
位
を
魄
別
.
ざ
れ」

る
こ
と
に
よ
り
、
な
お
力
を
殘 

し
つ
k

も
漸
次
そ
の
政
治
的
な
領
主
と
し
て
の
地
位
を
奪
.わ
れ
て
行
つ
た
と
さ 

れ
て
い
る
。
し
か
し
嚴
密
に
言
え
ば
、
こ
れ
は
檢
地
自
體
の
®

<

で
は
な
く
し
.
 

て
そ
れ
を
ま
つ
て
示
さ
れ
た
定
書
に
み
る
如
く
、淺
腐
氏
が「

年
貢
納
判
升
の
外 

.
と
り
や
り
}

切
停
虫
の
.
事」

と
し
て
、
自
已
の
支
配
を
貫
徹
さ
せ
よ
ぅ
と
し
た 

意
圖
か
ら
引
き
出
し
得
る
も
の
で
ぁ
る
。

近
世
初
期
の
検
地
と
本
11
|

姓

身

分

の

形

成

，

约

J

ろ
で
ご
の
^

^
か
■
M
fi
に
對

し
㈣

M
に
受
け
容
れ
ら

れ

た髮

か

に

' 

っ
い
て
見
て
^

く
必
要
が
あ
る
。
前
述
し
た
琛
に
ハ
淺
野
氏
の
入
部
以
前
の
紀
‘
 

州
.
に
は
各
地
.
に
土
豪
が
蟠
居
し
、
そ
れ
が
秀
吉
の
南
征
と
言
う
i

的
征
服
を 

受
け
た
の
で
あ
る
か
ら
、
.
，彼
等
に
と
つ
亡
4

國
の
：完
登
/1
,
る
領
^

權
#
有
す
る
丨 

.
/

大
名
.支
：配
'
は
.
決
じ
で
望
ま
4

い
-

^

の
.
で
'
ゆ
な
，か'
づ
«

事
ば
當
^

^

^

そ
し
て
伊
東
氏
も
認
め
ら
.
れ
る
如
く
、
淺
野
氏
の
入
國
に
至
る
間
に
お
い
て
‘
 

も
、
紀
州
の
土
豪
的
勢
力
は
な
お
强
固
に
殘
っ
て
い
た
か
ら
、
.淺
野
氏
の
領
有 

.

に
當
っ
て
も
全
く
同
樣
の
事
が
言
え
よ
う
。
從

っ

般

的

に
.

は
、；
そ
の
最
も 

丨重要な施策であそ

.
れ
に
基
く
處
の
：

：

一
連
の
政
策
を
そ
の
ま
\
受
取 

?>
/

事
ば
が
が
i

っ
，.‘た
：，と
.
.み
ら
れ
る
f

彼
等
は
.不
滿
：を
鬱
積
ざ
せ
'を

：

領
、3&
を
し
.

■ ̂

^

也
；.
5
奴
が
.
如
€>
'

$

5

叫
«0
.

1

!
靶
興
ん
^

€

^

|̂

る
0

前
渚

の

看

は

、

.

同
じ
紀
州
.
の
內
で
も
更
に
特
に
土
豪
勢
力
の
.
强
か
っ
た
と
み
ら
れ
る3

間
部
、
 

殊
に
牟
婁
郡
北
W

、
■
尾
呂
志
、X

鹿
地
方
を
中
心
と
す
な
慶
長
十
八
年
の
一
探 

と
な
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
.
.で
.
は
後
日
稿
を
改
め
て
考
察
す
定
.
で
あ
る
が
、

こ
、
で
は
後
者
の
場
合
の
事
例
若
干
を
擧
げ
よ
う
0

.

:

.(

註

ニ) 

1

0

一
 

の
例
は
ゾ
安
藤
糈
ー
氏
に
ょ
っ
て
砠
介
さ
れ
た
興
味
深
い
la

-
錄
で
あ 

る
。
こ

れ

は

和

に

：近
い
名
草
郡3

}̂

村
湯
橋
家
の
記
録
.
で
あ
る
が
、
こ
れ 

に
よ
る
と
同
村
の
檢
地
は
ま
ず
慶
長
六
年
、
：山
田
平
左
衞
門(

牟
集
郡
に
も
そ 

の
名
を
見
せ
て
い
る)

に
よ
っ
て
毕
-A

れ
.
さ
れ
だ
。
そ
の
際
そ
れ
迄
の「

田
畑 

帳
面
等
ハ
罾
罾
豸
ハ
下
作
人
之
名
ヲ
記
候
處
右
毕
入<

3
田

平
左
衞
門
偏
屈
な 

.■
る

人

ニ

て

當

^

^

ほ

^

®

地
も
村
民
同
前
自
身
'
ノ
名
ヲ
爲
記
候
由
®

t

候」

と

ぁ
り
、
％
^

^

*

!

§

!

^

*

^

2

^

_

_
遅

4

馨

_

を
擧
げ
て
い
る
。

j

安
藤
氏
は
こ
の
記
載
を
、
從
來
は
家
禮
、
下
作
人
の
名
を 

書
い
て
あ
っ
た
も
の
を
、
自

身

(

湯
橋
家)

の
名
を
書
い
た
と
解
_
し
て
居
ら

五
：/i：

(

一
三
五)

lr
i

丨

i

fl!I
T鄞
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l|S i
l l :r-
I,

w ,

m
Ii
I.i i：
k

il
II;



三
田
學
會
雜
誌第

！
！

十

九

卷

第

i
j

號

れ
る
が
、
こ
の

「

自

#」

は
家
禮
、
下
^
入
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
ぅ
。
從
來
は 

卞

作

人

，の

名

を

併

記

1

て
い
た
も
の
を
慶
最
の
際
に
は「

當
_

趴
^

±

田
畑」 

を
も
一
般
の
村
民
ど
同
^

く
下
作
人
の
名
請
に
し
た
と
解
釋
し
な
け
れ
ば
、
竿
.
 

■

入

人

が

何

故

あ

る

の

か

意

味

が

通

じ

な

い

し

、「

當
ま
双
罾
±
田 

畑」

を
そ
の
家
の
名
請
と
し
た
の
な
ら
ば
こ
れ
は
何
も
特
筆
す
ベ
き
も
の
で
は 

な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
と
の
村
は
更
に
、
如
何
な
る
理
由
か
慶
長
十
.一
一
年 

に

「

百
姓
共
御
願
申
達」

の
上
、
再
び
檢
地
を
受
け
て
い
る
。
安
藤
氏
は
S

 

民
の
希
望
に
ょ
つ
て
檢
地
の
入
直
し
が
众
さ
れ
た」

と
さ
れ
て
い
る
が
、
と
も 

か
く
も
始
め
€

^

^

の
-
あ
ま
_

s

iv
5

:

r

r

_

l

r目
さ
れ
る
の
で

I

 

5

 ニ〕

■

第
一「

の
例
は
同
じ
く
由
緖
書
系
統
の
靜
錄
で
あ
る
が
次
の
如
き
記
述
を
見
出 

し
得
る
。
卽
ち
牟
輿
郡
質
田
村
に
お
い
て
は
、「

慶
長
六
年
當
國
大
守
淺
野
紀
伊 

守
奥
熊
勝
檢
地
御
定
之
時
、
加
地
彥
十
郞
殿
被
申
候
者
賀
田
村
檢
地
之
義
者
、
 

芘
屋
兵
部
可
任
之
由
被
申
、
依
之
芘
屋
兵
部
賀
田
村
領
入
掉
高
ニ
；白
一
一
十
石
九 

斗
九
升
一
一
合
檢
地
相
定
候
也
、
是
賀
田
村
檢
地
之
初
也
、
慶
長
六
年
之
檢
地
帳 

詳
也」

と
あ
り
、
学
義
通
り
に
受
取
る
限
り
、
こ
の
.村
の
檢
地
は
皮
屋
に
委
任 

.

さ
れ
た
事
に
な
る
。
こ̂

^

^

1
®：

施
に
あ
た
つ
て
、

-

S

W
場W

S
V
!

導

^
檢
地
峯
任
す
る
事
に
i

^

t霞

せ

推

、
^.
塞

な

か
っ
た
事
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
樣
な
M

fn
l

は
僻
遠
の
牟
婁
郡
の 

場
合
殊
に
强
か
つ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
以
上
の
記
錄
は
何
れ
も
後
年
の
も
の
で
あ
り
、
.し
か
も
史
料
的
價
値 

の
低
い
由
緖
書
系
統
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
勸
の
考
察
は
今
後
に
ま 

た
ね
ば
な
ら
ぬ
。

以
上
は
檢
地
の
概
略
で
あ
る
。
で
は
こ
れ
に
基
い
た
檢
地
帳
の
作
製
過
程
は

五 .
—L̂.

(
.一

.
三
六)

如
何
。
こ
れ
に
っ
い
.て
も
現
在
我
々
に
提
供
さ
‘

れ
て
.い
る
材
料
は
皆
無
で
あ 

る
。
た
^

尾
呂
志
之
內
栗
須
村
の
i

帳
末
尾
に
は
.「

右
帳
面
若
山
ふ
來
ル
水 

，帳
の
こ
と
く
少
も
不
相
違
寫
し
讀
合
申
候
仍
而
如
件
慶
長
六
年
莊
ノ
士
一
月 

十
日」

と
言
う
記
載
が
あ
り
、
少
.く
も
村
方
に
殘
さ
れ
か
檢
挪
略
作
製
の
過
程 

を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
檢
地
帳
ば
後
年
の
筆
寫
本
で
■
あ
り
、
第
■一
 

表
の
六
八 

の
原
本
.で
ば
な
い
.
。
原
本
に
は
右
の
樣
な
記
載
は
見
當
ら
な
い
か
ら
、
こ
れ
は 

村
方
に
殘
さ
れ
た
慶
長
六
年
の
寫
本
を
後
年
更
に
寫
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の 

機
に
、
村
方
に
殘
存
す
る
檢
地
帳
が
度
々
寫
し
替
え
ら
れ
た
場
合
が
多
か
っ
た 

事
は
、
こ
.
れ
を
史
料
と
し
て
用
.う
る
^

4

ロ
に
注
意
を
要
す
る
點
で
あ
る
。
現
に 

こ
の
寫
本
は
、
.

一
筆
每
に
ど
の
原
本
に
も
な
い
と
こ
ろ
の
石
高
を
記
し
、
逆
に 

ど
の
原
本
に
も
見
出
さ
れ
る
丈
量
間
數
の
記
載
を
し
な
い
の
で
あ
る
。

德
川
林
政
史
研
究
所
に
、
こ
の
樣
な
'

一
つ
は
藩
所
藏
の
i

と
、
村
方
の
寫 

し
と
が
併
存
す
る
理
由
は
、
牟
婁
郡
の
—

部
が
後
に
新
宮
雜
の
管
轄
に
入
り
、
 

同
藩
の
治
政
上
の
必
要
か
ら
村
方
に
殘
る
も
の
の
寫
本
が
作
ら
れ
、
そ
れ
が
本 

藩
の
原
本
と
共
に
引
繼
が
れ
て
行
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
.
0
.こ
の
樣
に
原
本
と
寫 

.

本
が
重
複
す
る
例
は
な
お
.
若
干
見
出
さ
れ
る
。

最
後
に
檢
地
'と
村
落
に
っ
い
て
若
干
附
胃
し
て
お
く
0

勿
論
こ
こ
に
言
う
^
 

落
は
行
政
上
の
、必
要
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
村
落
で
あ
る
。
第
一
表
に
見
る
如 

く
、
檢
地
に
當
っ
て
單
位
と
な
っ
た
村
落
は
ほ
^

近
世
の
村
落
と
そ
の
範
圍
を 

一
に
す
る
と
言
つ
て
よ
い
。
た
だ
ご
く
若
干
の
例
外
と
し
て
、
：複
合
す
る
數
ヵ 

村
で
一
册
の
檢
地
帳
が
作
製
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
？
し
か
し
こ
.
の
樣
な
例 

は
、

一
0

一
 

册
の
愉
1

帳
の
拎
體
か
ー
S

に
す
ぎ
な
い
。
又
、
檢
地
帳
に
後
筆 

で

「

某
村
籠
ル」

と
記
載
し
た
も
の
は
、
後
年
分
村
の
行
わ
れ
た
事
實
を
物
語 

る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
例
も
そ
れ
程
多
く
は
な
い
。
又
近
世
双
前
の
㈣

-̂
^

の
表
題
に
檢
地
帳
は
そ
の
形
骸
を
と
ど
め
て
い
る
が
、
こ
の
檢
地
に
お
け
る
近 

世
的
な
村
落
の
行
政
的
な
確
定
を
何
等
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

一

(

註
一)

伊
東
多
三
郎「

近
世
封
建
制
度
成
立
過
程
の
一
形
態」

(

社
會
經
.
 

濟
史
學
ー
一
卷
七
、
八
號
所
收)

よ
り
。
こ
の
論
文
は
紀
州
に
お
け
る 

事
例
を
取
扱
っ
て
居
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
秀
吉
の
平
定
の
結
果
、

羽
柴
悉
畏
の
入
部
と
.
な
り
、
和
歌
山
城
代
に
桑
山
重
晴
が
任
ぜ
ら
れ
、
田

_

邊
に
は
杉
若
越
後
守
、
新
宮
に
は
堀
內
氏
善
の
舊
領
が
安
堵
さ
れ
、
牟
宴 

郡
地
方
を
支
配
せ
し
め
た
と
名
れ
て
居
り
、
.堀
內
氏
の
完
全
な
滅
亡
は
關 

力
原
役
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
な
お
牟
雄
郡
は
紀
伊
半
島
南
部
一 

帶
を
.
含
む
大
郡
で
ぁ
り
、
ほ
ぼ
中
央
を
區
切
っ
て
ロ
奧
兩
熊
野
に
別
れ
前 

者
の
中
心
に
田
邊
、
後
者
に
新
宮
が
©

か
れ
た
。
な
お
本
槁
擱
筆
後
小
田 

井
弘
子「

紀
州
藩
の
支
配
形
態
に
っ
い
て」

(

歴
史
學
硏
究
一
八
八
號
所 

收)

が
發
表
さ
れ
た
。

(

註
一
一)

伊
東
氏
前
揭
論
文
よ
り
。

(

註
三■

)

.

和
歌
山
縣
日
高
郡
役
所
編『

和
歌
山
縣
日
高
郡
誌』

大
正
十
二
年
、
 

一
六
七
七
頁
黹
收
。

(

註
四)

慶
長
三
年
の
檢
地
民
錄
に
よ
る
。『

犬
藏
省
編
大
日
本
祖
銳
志』

中 

篇
ニ
七
三
頁
所
收
。

(

註
.
五)

.

『

南
紀
德
川
史』

昭
和
六
年
版
、
第
十
一
册
ー
一
一
，一
七
頁
。

(

註
六)

『

和
歌
山
縣
日
高
郡
誌』

六
六
頁
所
收
。

(

註
七)

■『

南
紀
德
川
史』

第
十
册
三
〇
九
頁
。

(

註
八)

’

こ
か
撿
地
帳
數
は
、
當
時
の
村
數
の
全
部
を
占
め
る
も
の
で
は
な 

.

い
。
慶
長
期
に
お
け
る
芷
確
な
村
數
は
不
明
で
ぁ
る
が
、
後
年
の
村
數
か

近

世

初

期

の

檢

地

と

本

西

姓

身

分

の

形

成
.

.

ら
推
し
て
全
杖
數
の
紂
九
餅
を
含
办
も
の
と
み
て
ょ
い
、

(

註
九)

一
一
一
童
縣
南
牟
裳
郡
敎
育
會
編『
紀
伊
南
牟
輿
郡
誌』

上
卷
、
大
正 

一
四
年
、
.'

ニ
六
七
丨
八
頁
所
收
の
も
の
を
、
誤
讀
が
多
い
の
.で
和
歌
山
縣 

編

『

和
歌
山
縣
誌』

上
卷
、
大
正
三
年
、

一
六
九
頁
所
收
、
及

び『

_
歌 

_

山
縣
日
高
郡
誌』

六
五
九
丨
六
〇
資
所
收
の
海
士
、
日
高
兩
郡
百
姓
宛
の 

.

定
書
を
以
つ
て
辅
芷
し
た
。
し
か
し
何
れ
に
も
誤
讃
と
思
わ
れ
る
節
が
あ 

る
の
で
決
定
的
な
も
の
で
は
な
い
。

(

.註
一
〇)

#

東
氏
、
前
揭
論
次
、
社
會
經
濟
史
學
一
一
卷
八
號
二

八
頁
。
 

(

註
一
一)

.

安
藤
精
一「

近
.
世
初
期
紀
ノ
川
下
流
の
農
村
構
造」

(

紀
州
經
濟 

史
硏
究
叢
書
第
一
1

輯)

昭
和
ニ
十
八
年
、
所
收
の「

觀
池
山
法
照
淨
寺
來
曆」 

(

註 

一
ニ)

『

紀
伊
南
牟
奥
郡
誌』

上
卷
、
七

1

七
頁
所
收
の
賀
田
村
稷
本
氏 

累
孫
遺
書
。
な
お
こ
の
村
の
撿
地
帳
は
第
一
表
三
六
で
あ
る
。

/

三

：檢
地
«

の
外
-

«

考
_

:

本
論
に
入
る
前
に
、
取
扱
ぅ
檢
地
帳
の
記
載
樣
式
に
つ
.い
て
外
形
的
に
考
察 

し
て
お
く
。
記
載
樣
式
の
一
例
と
し
て
木
本
村
の
も
の(

四
五
A

)

が

『

近
世 

藤
民
史
料
所
在
目
錄』

.
第
三
輯
の
ロ
繪
寫
眞
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は 

向
村
の
例(

ニ
五)

を
擧
げ
ょ
ぅ
。
但
し
こ
れ
は
貼
紙
類
を
一
切
除
い
た
原
本 

の
記
載
樣
式
で
あ
る
。
.

中
ノ
対慶

長
六
年
： 

'井
上
助
大
夫
組 

紀
州
室
郡
尾
鷲
內
向
村
御
檢
地
帳 

.
十
月
七
日
.

.

植

田
 

一
二
介

五
七

(

美
濃
小
判
綴)

 

(

一
三
七)

■



H

田
”

W
®

雑
‘
論

.
第
四
十
九
卷
.

第
二
號：

五
八

2

三
八)

村
ノ
上
-

上 上  
ん

田 田■  i
十 聋  
五 畝  
步 廿  

壹 
步

上

々

由

?

 

(

中
略)

壹
間
六
歩

©

m

 

A

s

十
五
步

左
衞
門
太
郞
、
 

四
郞
.衞
門 

孫

0 

.
0

や
'ま
めか

ね
松
の
母

間 rl ffi間 i
庄寺失隱寺芘 
や 人 居 屋  
下あ 
人き 

家

:

家
數
合
四
拾
三
間
內 

.
,
甘
貳
間 

役
人 

壹
間 

肝
煎 

壹
間 

大
工 

.
貳
間
 

か
じ
け 

六

間

; J

め 

•

:茶
合
三
百
八
拾
九
斤
七
兩 

慶
長
六
年
十
月
七
日

裤

田

三

.

介

(

花
押)」

苗
一
册
.
の
^
^
帳
す
べ
て
が
右
に
み
ら
れ
る
よ
ぅ
な
記
載
を
す
る
わ
け
で
は 

な
い
。
後
に
み
る
如
く
そ
こ
に
は
重
要
な
差
異
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
 

そ
れ
ら
は
後
に
ゆ
ず
る
事
と
し
、
今
原
本
に
共
通
す
る
特
徵
を
擧
げ
よ
ぅ
。

第
一
に
、
各
築
毎
の
丈
量
•
面
積
の
記
載
を
す
る
が
石
高
を
記
し
て
い
な 

い
。
尤
も
寫
本
の
中
に
記
載
を
す
る
も
の
の
あ
る
事
は
旣
に
觸
れ
た
如
く
で
あ 

.
る
。
し
か
し
原
本
に
關
し
て
は
一
切
な
い
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
右
の
結
果
と
し
て
末
尾
の
各
位
付
別
田
畑
の
面
積
.
石
高
は
本
帳 

に
は
餐
か
れ
ず
、
貼
紙
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
貼
紙
が
何
年
の
も
の
で
あ
る

か
確
認
し
得
ふ
材
料
は
な
い
が
、.
紙

質

フ

；
書

體

、
.

^

#

か

ら

推

し

て

檢

地

當 

:
時
乃
至
は
そ
'0

直
後
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
0

前
記
の
後
年
の
寫
本
に
み
ら 

れ
る
慶
長
六
年
十
.ニ
月
に
和
歌
5

;

か
ら
來
た
.水
帳
の
通
り
に
寫
し
た
と
言
ぅ
記 

載
は
、
こ
れ
ら
の
貼
紙
に
書
か
れ
て
•
い
た
記
載
の
後
に
あ
る
事
は
、
少
く
も
檢 

地
帳
が
完
成
し
て
村
方
へ
廻
さ
れ
る
時
に
は
貼
紙
を
附
せ
ら
れ
て
い
た
事
を
推 

沏
さ
せ
る
が
、
遙
か
後
年
の
寫
本
で
あ
る
か
ら
決
.定
的
な
裏
付
け
と
は
な
ら
な 

い
。
し
か
し
遲
く
と
も
慶
CM

十
年
以
前
に
な
さ
れ
た
事
は
、
同
年
の
紀
州
の
指 

出
高
が
三
十
七
萬
四
千{

|

で
.あ
り
、
こ
れ
は
以
後
の
紀
州
の
本
田
畑
高
と
な
っ 

て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
各
村
の
檢
地
帳
貼
紙
の
石
高
が
、
以
後
の
各
村
の
本
田 

畑
高
と
な
つ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
確
實
で
あ
る
と
言
え
る
。

.

第
三
は
、
.
面
積
の
記
載
に
っ
.い
て
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
大
半
小
の
單
位
は
全 

く
見
ら
れ
ず
、
通
例
の
反
献
步
■
に
ょ
っ
て
い
A

が
、
步
の
單
位
が
三
の
®

に 

整
理
さ
れ
て
い
る
事
に
注
目
さ
れ
る
。
，こ
の
場
合
當
莉
か
.ら
そ
の
機
に
整
理
さ 

れ
た
數
を
記
す
も
の
と
、
後
筆
で
訂
正
し
.た
も
の
と
が
あ
る
。
訂
正
の
_

も 

貼
紙
同
樣
明
ら
か
で
な
い
：が
、
.
大
體
同
時
期
と
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
面
積
か
ら 

分
米
を
算
出
す
'
る
際
の
便
宜
に
基
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。

,

以
上
が
共
通
し
て
見
ら
れ
る
記
載
上
の
特
色
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
差
當
り 

重
要
な
事
で
は
な
い
。
重
要
な
の
は
む
し
ろ
各
^
^
帳
間
に
見
出
さ
れ
る
記
載 

上
の
差
異
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、各
る
檢
地
帳
で
は
表
紙
に
そ
の
村
の
前
之
高
、
 

家
數
、
新
宮
か
ら
の
距
離
等
を
記
し
て
旧

紀

。文
前
之
高
と
同
じ
內
容
を
示
す 

と
思
わ
れ
る
先
高
の
記
載
.を
表
紙
裏
に
貼
紙
し
て
あ
る
の
も
見
出
さ
れ
る
。.
こ 

れ
ら
の
記
載
は
硏
究
者
に
と

っ

て貴
重
で
あ
る
が
そ
の
數
は
多
く
な
い
。
又
、
 

向
村
の
例
で
示
し
た
宋
尾
.
の
記
載
も
ニ
樣
で
は
な
い
。
家
敷
の
內
譯
を
そ
の
樣 

に
詳
細
に
記
す
も
の
も
あ
る1

方
で
は
、
莛
だ
簡
單
な
も
の
、
更
に
は
表
紙
へ

簡
單
に
記
す
も
の
が
あ
り
、
決
し
て
一
率
で
は
な
い
。

で
は
こ
の
樣
な
記
歡
樣
式
の
差
異
は
何
に
よ
る
の
か
。
ま
ず
考
え
ら
れ
る
地 

域
別
の
差
異
は
、
整
.理
の
結
果
全
く
見
出
さ
れ
な
い
事
が
判
っ
.
た
。
こ
の
差
異
.
 

は
1

帳
の
表
紙
に
記
載
さ
れ
末
尾
に
署
i

狎
を
附
し
た
t

役
人
に
よ
る 

も
の
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
林
次
郞
右
衞
門
が
檢
维
仅
人
と
な
っ
た
諸
村 

の

廛

帳

(

一
四
.
一
 

五
.

一
六
.

一
七
.

一
八
•

三
〇

v
s
〇
.

五
三
'

)

は 

す
べ
て
|£

に
.示
し
た
弓
本
村
の
場
合
と
同
じ
く
表
紙
に
前
之
高
等
の
記
載
を
し 

て
い
る
。
他
の
場
合
も
同
.

一
の̂

^

役
人
は
同
一
.
の
記
載
樣
式
に
よ
っ
て
い
る 

:

事
は
整
潘
の
結
果
明
白
と
.
な
つ
た
。
こ
れ
ら
の
差
異
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る 

，
如
く
、
車
に
記
載
上
の
み
で
な
く
、
村
落
に
お
け
る
土
地
農
民
の
捉
え
方
に
ま 

::

で
及
ん
で
い
る
事
ば
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

第
一
表
に
み
る
如
く
、
殘
さ
れ
.て
い
る
牟
婁
郡
檢
地
帳
は
す
べV

原
本
で
あ
.
 

る
わ
け
で
は
な
い
。
寫
本
の
數
は
肇
者
の
雷
っ
.
て
.
現
地
採
訪
し
た
も
の
.一
册
を 

含
め
て
九
册
と
な
っ
て
い
る
。
寫
さ
れ
た
年
代
は
.寬
文
.

•

元
祿
の
も
の
.が
一
册 

，ず

っ

、

殘

り

が

.
素
期
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
寫
本
が
原
本
の
姿
を
全
く 

思
實
に
傳
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
：否
か
に
っ
い
て
は
旣
に
觸
れ
た
如
く
多
分 

に
疑
問
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
に
は
か
な
り
重
要
な
疑
問
を
含
む
も
の
.が
あ
る 

ひ
で
本
稿
に
お
い
て
は
主
と
し
て
原
本
の
み
を
取
.扱
ぅ
こ
と
と
し
た
い
。
勿
論
.

'

と
こ
で
寫
本
の
す
ベ
て
を
無
價
値
で
あ
る
と
認
め
た
わ
け
で
'
は
な
い
。
こ
の
場 

合
、
寫
本
の.

數
が
原
本
に
比
し
て
匪
倒
的
に
少
く
、
そ
れ
を
除
外
す
る
事
に
よ 

:

っ
て
立
論
上
の
变
障
と
は
な
ら
な
い
か
ら
に
外
な
ら
ぬ
。

(

驻

I 

)
■

『

犬
目
本
史
料』

第
十
二
篇
之
兰
、
：七
一

1

頁
所
收
.

の

—]

國
主
'域 

主
_

」

に
、「

紀
伊
和
歌
W

、
慶
長
五
年
三
十
七
萬
四
千
石|

%
+
|

淺
野
紀

近
世
初
期
の
檢
地
と
本
西
姓
身
分
の
形
成

,

伊
.守
幸
長」

と
あ
る
。
こ
の
慶
長
，五
年
と
.言
う
記
載
は
當
然
六
年
の
檢
地 

施
行
以
前
.
で
あ
る
か
ら
、
五
：年
に
三
十
七
萬
石
餘
の
打
出
し
が
あ
っ
た
と 

は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
恐
ら
く
淺
野
氏
の
紀
州
移
封
の
年
を
指
す
も 

の
で
あ
ろ
，う
0 

. 

——

：
(

註
一一

)

た
と
え
ば
引
本
村
の
例(

マ
五)

を
み
る
と
、

「

一
前
之
高
六
拾
八
.

石
貳
斗
四
井
七
^

.

ー
家
四
拾
威
家
之
內
|1
^

家
：

.

.
•

.

.

ー
在
所
者
中
新
宫
べ
道
の
の
り
拾
六
里
伹
伊
勢
之
方
. 

」

四

分

析
1

——

土
.地

關

係

-

.

.旣
に
例
示
し
た
如
く
、
B

洲
の
慶
長
檢
地
帳
は
す
べ
て1

一
種
類
の
‘記

載

内

容
 

を
有
し
て
い
る
。

I
.

.
っ
ル
土
地
に
關
す
る
'%

の
で
あ
.
り
、
.各
筆
毎
の
所
在
小
字 

名
、
位
付
、
間
數
、
：面
積
、
：名
！̂

の
，記
載
、
及
び
貼
紙
で
示
さ
れ
た
そ
の
集 

計
か
ら
成
^

他
の
一
っ
ゆ
農
©

に
關
す
る
も
の
で
、
こ
れ
は
末
尾
の
家
敷
の 

內
容
都
載
.
で
あ
る
。
檢
地
ば
ネ
め
多
く
が
字
義
通
び
領
^
に
ぉ
る
也
地
め
調
查 

、
を

最

大.の
：
&

的
と
ず
る
も
0:
.
で
.あ

つ

た

。

し
，か

し

紀

州

の

檢

地

帳

ば

：そ

れ

'ば

か 

領
^

^

名
農
民
€>
;

諷
|

|

私
も
併
せ
記
]>
:

ガ
い
る
。
.a

の
事
は
，

:
細
期
に
：お
：け
る
近
世
僦
主
0;
1

1

^

の
確
立
が
だ
だ
單
に
1

:を
通
じ
て
の
土 

地
生
產
力
の
把
握
^

あ
り
、
：'農
民
は
土
地
を
媒
介
と
U

で
の
み
f

に
捉
え
ら 

:

れ

ん

铋

办

で

ふ

巧

の

く

し

て

、，
土
地
を
媒
介
と
.
し
な
い
處
の
農
民
に
，對 

:■
—

^

^

1

^

—

そ
れ
が
實
現
ず
る
し
な
い
0

如
何
に
か
が
わ
ら
ず
'
 

I

の
設
定
を
片
面
に
お
い
て
伴
つ
て
い
る
も
，の
.
.で

あ

る

と

，言

う

！
！
^

の

考

え 

」

を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
0

勿

論

と

，
の
：事

は

地

域

的

に

.紀

州

と

言

う

特

定

の

地 

.

.
に
'
の
み
見
ら
れ
る
と
す
る
限
り
そ
れ
は
當
.
に
地
方
的
特
質
以
上
.

の

も

の

で

は

.な

' 

. 

五

九

C

一
 

一

ニ九
；}



第二表名請人種類別一魃

合

計

I

鶴 井  

渡
田

野

村 村

I I
區 地  
分 域

以

上

パ、

言ト

大行九取 

曾
野鬼田 

翩 .

村村村村

以

上

小

計

以

上

小

計

神野佐小小大 

山ロ渡坂俣俣 

村村村村村村

以

上

小

計

舟中上河馬 

津里里內潮 

村村村村村

村

名

(A)

名
請
人
總
數1 jEC— •七 ニ 

o>四三ニ 垂 3X O
八

八五四三ニ六 
八ソマ-ヒTミノし夂 四

プし 2j. ニ■ニ EU 3X
— '.ニ -匕:プ、■八

S 五 四 o — *o
四

— - 五 云 ニ五七ニ <00
K£I

•

Q -~•一七八

(B)

の 他  
入 村  
作 か  

ら

i
さ 三七S 七 公 六

三 六 三 — '六石
四ニ M  二三 
四五一^三O

(C)

人敷田 
地畑 
名及
請屋

ニニ八o プし八 九  ̂ニ六CD六 奏 七•四七会五

(D)

人み屋 
の敷 
名地 
請の

四
CD 六 — * smZ. — *.

一r* 3Ex.ソし
九'

y \ 至

ヒ

iSo◦ 四 三 ニ 八
四ニぢー一• 
O  二八三五

(E)

の 田
名 畑  
請，.の 
人 み

*

o

五
五

o o o o
3X .プく

o

3X

o  o

3x. 六 
四 o

o>

五
八

<0<0C>C5O0>

六ニ六五35：八 
o> ニ七五五ニ

o C D O O O O

瓦五六六七 
六七O 七O

(P)

(C)+(D)

(A)-(B)

〔備考〕 明家、失人等の記載の處置如何により、（CXD)の合計が第一表の家數と合致

しない村もある。 •

地域區分Iは北部農村地帶、Iは山間部、Iは新宮近傍の農村、Wは中部 

の沿岸村落である。
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.
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•
+
•
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:

.

.

.

.

：
.
.
•
-
.

ぐ.
.
：
'
.
. 
く
.
.
.
.
.
: 

V
: 

.

.
:

て

-
-
-
-
-

三
田
，學
會
雜
誌
第
四
十
九
卷
第
二
號

い
が
、

に
お
け
る
研
究
の
進
展
は
各
地
で
形
態
は
異
る
か
も
知
れ
な
い
.が 

■

同
樣
な
支
配
權
確
立
の
實
例
を
見
出
し
得
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
最
近
：に
お
け 

る
硏
究
の
動
向
は
そ
れ
を
暗
示
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
事
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と 

も
か
ぐ
、
紀
州
1

帳
を
分
析
す
る
.
に
際
し
、
こ
の
二
つ
の
面
に
注
目
ず
る
必 

.要
が
あ
ろ
ぅ
。：

本
節
に
お
い
て
は
こ
の
內
土
地
關
係
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
と 

し
た
い
。

/

.

〔

名
請〕

.
一
檢
地
帳
の
土
地
に
關
す
る
記
載
かf

何
を
引
き
出
し
得
る
^

——

 

は
今
日
な
.お
決
定
に
困
難
な
問
題
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
。
1

 多
く
の
硏
究
に
見 

ら
れ
る
名
請
人
別
に
整
理
し
た
持
高
の
ー
覽
表
が
、
直
ち
に
、
無
前
提
的
に
當
，
 

時
に
お
け
る
農
民
層
分
化
の
指
標
と
な
る
か
否
か
に
っ
い
て
も
罾
近
の
硏
究
は 

疑
問
ル
疲
时
か
け
て
，い
る
。
何
故
な
ら
ば
、
«f
i

i
Ai
>i
.

u

p

^
§

^

v

u

i

,
 

徵
民
が
オ
べ
て
獨
立
し
た
家
'
の
：ー
户
虫
名
¥

ば
な
.い
'
が
ら
：で
お
^

:

^

そ
，れ
ぢ
に
は
.，

U隸
翻
嚴
民
や
、
獨
立
化
し
っ
っ
‘
あ
る
'
！
®

,

血
_
{
浓

族

知

今

近

の

硏

深

丨
 

水
塘
か
ら
言
え
ば
も
は
や
常
識
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、

屋
敷
，
 

地
の
，断
^

:

渚

A
r
u

て
登
錄
さ
れ
，る
.
家

持

ち

の

，農
ft

數
-
を

遙

が

上

り

、丨
_
を 

.
持
た
ざ
る
■

圖
へ
ー
，
ャ

住

農

C

の

存 

を
；
殆'
^^

R
T
F

•
の-
地

域
.：の

撿

地
w
s
r

っ 

い
て
見
出
し
得
、
論
じ
ら
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。

:

.

Ig
,1

州
檢
地
帳
のf

合
も
ほ
ぼ
同
樣
の
事
實
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。.
第
一
一 

■
表

(

次
頁)

は
爲
の
名
請
人
の
種
類
別
一
覽
で
あ
る
。
，
こ
れ
に
ょ
り
、
'名
請
人 

總
數
の
内
'
f

が
ら
の
入
作
人
を
除
い
て
、屋
敷
地
を
有
す
る
者
は
一一

割
乃
至 

八
割
、平
均
六
割
弱
で
あ
り
、殘
ゥ
は
田
煳
の
み
の
所
持
^

と
し
.
て

^

錄

さ

れ

て 

い
る
こ
と
が
判
る
。

3

こ
れ
を
如
何
に
解
釋
す
る
か
、
他
地
方
の
事
例
を
當
て
は 

め
、
隸
颶
農
民
、
血
緣
家
族
と
な
す
こ
と
が
妥
當
で
あ
る
か
否
か
ば
こ
の
場
合 

簡
趙
に
は
決
め
得
な
い
。
た
だ
こ
れ
ら
の
す
べ
て
を
獨
立
し
た
家
の
戸
主
と
は
-

wJL̂o=

(

一
四
〇)

認
め
得
な
い
こ
と
は
、
後
年
の
家
數
比
較
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
.し
だ 

か

ら

と

言

つ

，て

そ

れ

ら

を

と

も

か

く

も

；
一
，
定

の

土

地

に

作

職

を

持

.つ

へ

ャ

钳

農 

民
|

獨
立
1.
'
つ
：
つ

あ

る

——

と
す
る
事
も
な
お
早
計
に
失
す
る
。
tf

敷
地
を 

持
た
.ざ

る

名

請

人

は

、
：
次
の
一
一
一
つ
の
可
能
性
を
示
す
も
の

.
で
あ
ろ
.
う
。
卽
ち
、
 

第
一
は
、
通
例
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
のr

F
i
s
i
r

と
の
場
合
は
ー
股
的
に
は 

で
あ
る
？
第
T

E

緣

第

三

は

、
S

0

 

旬
持
I

c

q

異
輯
、
或
い
^

^

^

^

5

’
|

^い
_

族

名
\-
-0

.
そ

し

て

紀
 

州
檢
地
帳
の
場
合
、
こ
の
何
れ
で
あ
.
る
.
か
を
示
す
材
料
の
缺
除
は
、
決
定
を
不 

，
可

能

と

し

て

い

る

.の
で
あ
る
。
村
落
內
部
の
家
族
關
係
を
示
す
史
料
の
見
出
さ 

れ
ぬ
限
り
、
こ
の
問
題
の
解
明
に
と
つ
て
は
贫
定
的
な
致
命
傷
と
な
る
で
あ
ろ 

う
。
そ
れ
故
、
本
稿
に
お
いV

.
.

は
、
最
も
重
要
な
問
題
の
一
つ
た
.
る
べ
き
こ
れ 

ら
の
黯
.に
つ
い
て
は
、

一
切
割
愛
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
從
つ
て
又
へ 

檢
地
帳
を
通
じ
て
の
農
民
の
持
高
別——

階
層
別
搆
成
に
つ
い
て
も
同
機
に
全 

く
觸
れ
ず
に
お
く
。

〔

石
盛〕

%

地
帳
の
み
か
き
右
に
述
べ
た
よ
う
な
理
由
に
よ
り
、
土
地
を 

通
じ
て
の
社
會
關
係
を
探
り
得
な
い
.

と
す
る
な
ら
、这
視
黯
を
變
え
て 

そ
€!
,

%

-の
，.の
，考
察
-を
下
す
事
が
妥
當
で
あ
る
と
言
え
る
い
そ
こ
で
ま
ず
セ
ー
吣
生 

_

力
に
つ
い
て
み
よ
う
。̂

地
帳
に
現
わ
れ
た
土
地
.
の
種
類
は
、
上
々
田
.
•
上 

旧
•

中
田
.

•

下
田
.

；下
々
田
>

上
山
田
.

.

^

0

;田
-

下
|-
1

[

田
.

下
々
出
田
•
見 

付
田
.
.
上
々
畑

.

上
畑
.

中
畑
-

下
畑
.

卞
々
畑
，.
：中
，3

州
.

，
下
山
畑
.
下
 々

出
畑
..切
畑
-

見
付
畑
.

燒

畑

：
•
崖

敷

の

ニ

十

i
i

種
で
あ
り(

田
方
と
屋
敷
が 

米
の
、
畑
方
が
大
豆
の
石
高
で
表
话
さ
れ
.
て
.
い
4'

尤
も
こ
の
石
高
表
示
が
，
M
 

本
に
書
か
れ
ず
貼
紙
に
よ
る
こ
と
は
旣
に
述
ベ
た
。

A
y
-の

丨
他
，、丨
勒
•
桑

•

紙
. 

拷
か
；そ
れ
ぞ
れ
‘
の
，比
率
‘
で
米
に
換
算
さ
れ
、.
村
高
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
鹽



第三表石盛ー覽表（單位反當り石）

屋 見 下 下 中 上 下 下 中 上 上
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右
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.
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S
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一)S
C
D
S
S
O
S
O
Q

•三
 a

)

一.
§

§

H

i

石
盛

.
：

(

カ
ツ
コ
內
は
村
數)

s

s

i

s

K

3

)

一.
§

T

)

.

g35
L
:

(

s

l

.

s

D

1

•五a
)
H
l
l
(
S
M
l
s
l
D
T
l
l
Q
)

l

s

o

A

c

s

o.七 
8

0

.

g

Q

i

o

Q

*

§)

{

3

1

?

四a
)

o

i

s

.

0

*

1

(

一四)

.

Q
.

四 
c

i

*
一
 

K

s

s

l

s

w

s

i

K

D

Q

.

l

i

•
Q.

ニ 
s

p

議

靈

：編

.漏

^

三
田
學
會
雑
誌
第
四
十
九
卷
笫
ニ
號

，

’ 

‘

?

!

;
 

(

一？

一
)

は
海
捧
の
數
ヵ
村
に
み
ら
れ
る
が
、
鹽
田
と
し
て
記
載
さ
れ
ず
村
高
の
中
へ
は. 

編
入
さ
れ
て
い
な
い
0

■同
様
に
み
か
ん
の
木(

批
子)

が
調
蜜
さ
れ
て
い
る
に 

.

も
拘
ら
ず
、
こ
れ
は
村
高
に
は
關
係
を
有
し
な
い
。
第
三
表
は
九
十
一
力
村
に 

.

お
け
る
夫
々
の
石
盛
を
示
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
田
畑
の
^

 

，

の
‘
標̂

^

^

づ̂

腕
謂
彐
^

^

の
‘
原
則
拉
は
‘
か

な

り

異

づ

ゼ

“

な

事

が

判 

る
。
概
し
て
言
え
ば
、

' 

田
畑
と
も
上
々
、
.
上
、
中
、
.
に
お
い
て
高
く
、
下
、
下 

々
で
は
相
對
的
に
低
く
な
つ
て
い
る
。
同
じ
位
付
の
田
畑
で
も
村
に
よ
り
若
干 

の
相
違
が
あ
る
が
、
大
體
は
太
字
で
示
し
た
數
値
に
收
斂
し
て
い
る
。
こ
の
石 

盛
は
同
年
代
の
#

^

方
と
比
較
し
て
決
し
て
低
い
と
は
言
え
な
い
。
特
に
牟
婁 

郡
の
.こ
の
地
方
が
、
溫
暖
の
地
で
あ
.
る
と
は
言
え
、
山
と
海
に
園
ま
れ
た
平
野 

に
乏
し
い
地
域
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、.
こ
の
檢
地
が
か
な
り
荷
酷
な
も
の 

で
あ
.

つ
た
事
を
推
測
さ
せ
る
。
そ
れ
故
に
.こ
そ
十
餘
萬
石
の
打
出
し
が
可
能
と

な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

.

〔

反
當
収
量〕

で
は
各
村
の
田g

w
w
M

霄
坐
鸾f

r

は
如
何
で
あ
っ
た
ろ 

う
か
。
こ
の
際
に
、
村
高
か
ら
茶
、
桑
等
の
換
算
石
高
を
引
き
、
又
屋
敷
地
を 

ー
應
非
§

と
假
定
し
て
、
こ
れ
ら
を
除
い
た
反
別
、
石
高
を
基
に
し
て
算
定 

を
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
第
四
表
は
そ
の
よ
う
な
操
作
を
經
て
作
製
さ
れ
た
平
均 

石
盛
別
の
各
地
域
に
お
け
る
村
落
一
.
覽
表
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
慶
長
期
に
お 

け
る
牟
婁
郡
の
同
當
&

盛
は
田
に
お
い
で
-1
_1
|

7

^

^

!
畑
^

^

^

:
て
〇
•.九 

四
.
石
，で
^

^

齊

が

，判

明
U

た
。
そ
し
て
大
摇
み
に
言
っ
て
日
⑽
と
も
そ
の
平
均 

石
盛
は
北
東
部
の
粉
本
尾
驚
方
面
に
お
い
て
や
や
高
く
、
南
部
.に
行
く
に
從
づ 

て
低
い
の
で
あ
る
。
そ
の
偏
差
.
は
そ
れ
程
高
い
も
の
で
化
な
い
が
、
村
に
よ
っ 

て
は
屋
口
村
.(

一
四)

の
如
く
、
田
の
反
當
平
均
が 

一
•
五
八
石
に
達
す
る
處 

も
あ
る
。
こ
の
村
の
田
の
內
譯
を
み
る
と
上
由(

石
盛
；I

.

六)

ニ
町
一
畝
彐

■

率
均(

石)
檢

：

地

帳

番

號.
.

ェ

ハ

、
ご1
1

七

丄

ー
S

1

I八

一
 

t

l三
、
一
一

 

@

1一'一

六

.

-
-七
|
四

耳
'

四

六

丄

ハ

四
' 

/

.

.六I

七 

七

九

丨-

0
、

八
一
-
一
ー

八

产

九

丁

九

ill 、

会

、
九S
九
'

2

第閂表反

北部沿岸地帶
 

粉 

本

 

尾 

攤
 

中部沿岸地帶
 

北：

山

 

尾呂志.
入鹿
 

南
部
沿
岸
地
帶 

相
.

.

野

地

域

21
石
以
上

石
以
上

一
•
三
石
以
上

石
以
上

一
，
一
石
以
上

I

石
以
上

一.
.
.
石以下

北部

■
沿
岸

‘

地
•

帶
.
 

粉

本

 

昆

：

-

* 

中
部
沿
岸

'
地•帶
 

北
：

' 

山
 

風
呂

.
志
.
.
.人.鹿
 

南
部
沿
岸
地
帶 

相
/ 

野

計

■

^  四 三 ョ 六 函 | ニ ニ

I 四 ：̂: 四 四 ニ

こ;r̂-

畑地

域

了
ニ
石
以
上
了
'
石
以
上

一
.
石

以

上0
.

九
石
以
上0

.

八
，
石

以

上

0
,

七
石
以
上0

•七
右
以
下

田

-T—»
九

2

近
世
初
期
の
検
地
と
本
苗
姓
身
分
の
形
成

六
王

(

3

1

1

0

u



伊 勢

赤 羽 3 
4 2

5'

57 56

.76

605859
6 3 關 志  
64 62 

ノ … 入鹿
r77 7 5 7 3 72 676 6 65 

71 68

名古保

18
69 70

95 86
相 97 

93 野 98 
~| 99

94 丨00 88 
1  ̂ 丨 01 89

松坂<

大

和

匕
匕
：

ム
n
ハ

粉

本

Is
i

l

^

^

l

2

2

2

2

2

尾
®

數
字
は
第
一
表
の
檢
地
帳 

#

號
を
示
す
。
地
名
は
.

郷
f'
I
-
:
>名
、
村
名
等
一
定
せ
ず
。

?s

紀
州
牟
婁
郡
東
部
略
圖

(

現

ニ

董

縣

南
.

北

牟

婁

郡

及

び

尾

驚
•

熊

野

市

)

、
 

，
 

> 

' 

' 

,

-

'
' 

” 

/
 
ニ
、
ニ 

.

、

し
::
;
-
, 

.':■■
:■■f
' 

.
'■
■.へ：’.ン
■:
'
.■
.
.
.
.
へ
-
.
^

六

四

(
1

四
四)

だ

0-
;高

く

な

つ

て

い

；る

事
_
^ ;
も

汲

み

既

れ

灰。
' そ

じ

ズ
>
比

較

的

多

數

の

檢.

地
5^

人

が

見

：ら

れ

る

北

01
-

嫩
方
^

-

均
石
蔽
；が
村
に
：ょ
り
相
當
の
差
異
を
示
.
'
.

し
て
い
る
事
、.
逆

に

、
：
同

1
,

の

地

域.を
同
.

r

の
檢
地
役
人
が
行
ぅ
場
合
に
は
、

先
に
見
た
よ
う
に
比
較
的
同
一
の
値
に
接
近
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
.

の
事
は

三
田
學
會
雜
誌
第
.四
十
九
卷
第
二
號

毋
、
中

田

(

一
，
四
五)

四
反
九
畝
ニ
十
四
步
、
下
田
ス 

一
♦

一)

一
一
献
ナ
ー
ー

.
'
 

步
と
な
っ
て
居
り
、
.そ
の
殆
ん
ど
が
上
田
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
事
が
判 

.
る
。 

-
 

.

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
平
均
石
盛
、
或
い
は
石
盛
一
般
を
そ
の
ま
ま
當
時
に 

'
お
け
る
土
地
虫
產
力
の
表
現
と
し
て
受
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
勿
.

^

劇

有

は

管

餘

地

も

な

い

。
第

四

表

(

前
頁)

か
ら
歸
結
す
る
限
り
、
中
部
沿
岸
地
帶
の
地
形
的
に
.不
利
な 

諸
村
に
お
い
て
平
均
石
盛
が
低
く
な
る
事
は
常
然
豫
想
.さ
れ
る
處
で
あ
っ
た
。
 

し
か
し
、
こ
の
よ
う
.な
土 
_
.
叹
苗
羅

礙
!

；

®

の
‘

'がV
,石
盛
を
^

g
/

 

な
ら
1;
-

め
た
と
す
る
事
.は
.
で
.
き
な
い
。
そ
れ
は
檢
地
役
人
の
意
思
に
-
基
い
.て
下 

さ
，れ
た
生
產
カ
評
镡
で
，あ
W

彼
の
態
‘

g

抓

侧

が'.
!
,
,
平

均

右

盛

の

上

に

か

な

り 

:

重

要

な'
ゥ
k

:

ィ

ト

を

否

め

る

，で

あ

.
ろ
，う

事

は

、

.

—

殊
.
に
4

め
檢
地
帳
が
慶
長
期
の
：
 

.
も

の

であ
る
事
か
ら
も
i

に
難
ぐ
‘
な
い
。
そ
こ
で̂

^

双
人
別
に
#

㈣

の
平 

均
石
盛
を
整
理
し
た
結
果
、
次
の
如
き
興
味
深
い
成
果
を
得
た
。
卽
ち
平
均
し 

て
最
も
高
い
石
盛
を
出
す
檢
地
役
人
は
林
次
郞
右
衞s

:

で
あ
る
が
、
彼
の
行
っ 

た
檢
地
帳
七
册
に
っ
い
て
み
る
と
一
.
.
四
六
石
乃
至
一
•

五
八
石
、
平
均
一
•

五
ニ
石
で
あ
る
の
に
對
し
、
最
も
低
い
植
田
三
介
の
場
合
、
十
力
村
の
平
均
は 

〇
.

九
六
石
乃
至j

 

•
.ニ
八
石
、
平
均
一

•

一
一
石
と
な
っ
て
い
る
。
後
者
が
_■
 

主
と
し
て
中
部
沿
岸
地
帶
を
檢
地
し
て
い
る
事
は
打
出
す
平
均
石
盛
を
低
く
し 

た
に
^

!

な
い
と
し
て
も
、
同
じ
地
域
に
お
い
て
植
固
の
行
っ
た
場
合〔

下
松
'
 

#

(

三
0

)
〕

に
は
、

一
•

五
七
石
と
非
常
に
高
く
な
っ
て
い
る
事
に
氣
付
く
。
 

隣
接
の
三
木
浦

(

三一
)

は 

一
•一一

 

石
、
.
早
田
村

ハ

ニ
九)

は

◦

，
九

六

石
 

な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
最
も
極
端
な
場
合
で
あ
る
が
、
同
樣
な
事
は
同
じ
林
の 

行
っ
た
ニ
$

村

(

四
0

)

の
場
合
に
一
•

四
九
石
と
、
周
邊
の
村
よ
り
も
か

そ
れ
ぞ
れ
の
村
のI

f
®

石
鑛
が
'
單
崞
そ
^

^

#

®

^

:

§

條
件
の-

み
.
に
.
よ
っ
.

て
.
 

決
め
丨
ら
‘
れ
.
夺
の
~
で
：
は

な

く

、

'

實
は
|

役
人
の
主
觀
的
^

^

©

^

5

^

2ぞ 

れ
，の
.
村
の
檢
地
啐
對
す
る
對
膘
形
態
等
，を
，合
ぜ
だ
^

で

數

鸽

ど

な

谷
%-
の

で

あ 

る
事
を
示
す
の
で
あ
る
。
卽
ぢ
先
に
述
べ
た
如
き
例——

檢
地
を
そ
の
村
の
土 

豪
に
委
す
と
言
つ
た
場
合~

~
T
-

が
眞
實
で
あ
る
と
す
る
な
.
ら

ば

.、

そ

の

よ

う

な 

.
形
態
で
檢
地
が
行
わ
れ
.る
場
合
と
然
ら
ざ
る
場
合
と
で
は
石
盛
と
言
う
個
々
の 

人
々
の
下
す
判
斷
に
大
き
く
影
響
し
、
規
制
し
て
行
づ
た
事
を
認
め
ざ
る
を
得 

な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
檢
地
役
人
に
よ
る
差
は
、
田
畑
の
位
付
の
上
に
も
示
さ
れ
る
。
 

た
と
'
え
ば
、
.
田
に
つ
い
て
み
る
と
、
植
田
三
介
は
十
力
村
の
內
二
ヵ
村
に
上
 々

'

田
を
缺
く
の
み
で
、
殘
り
の
八
力
村
に
は
上
々
田
か
ら
T

々
田
に
至
る
五
^

M 

の
位
付
を
な
し
、
林
次
郎
右
衞
門
は
七
力
村
の
內
.一
力
村
に
上
々
掛
を
記
す
の 

み
で
あ
り
、
下
々
田
は一

村
も
.
な
い
。
是
等
の
事
は
.そ
の
村
に
現
實
に
上
 々

田

、

下

々

田

が

有

っ

た

か

否

か

と

言

う

事

よ

り

も

、
..む

し

ろ

檢

地

役

人

の

考

え 

る
基
準
の
相
違
に
よ
る
も
の
と
考
え
た
方
が
妥
當
で
あ
る
樣
に
思
れ
れ
る
。

以
上
は
す
べ
て
®

の
內
、
田
に
つ
い
て
見
て
來
た
。
畑
に
っ
い
て
も
田
程 

顯
著
で
は
な
い
に
せ
よ
同
樣
の
傾
向
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
事
情
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
.檢
地
帳
に
示
さ
れ
る
石
盛
を
無
前
提 

的
に
そ
の
土
地
の
生
產
力
と
し
て
受
取
る
事
の
危
i

を
知
る
の
で
あ
る
。
.初 

期
に
お
い
て
は
未
だ
制
度
的
に
完
備
せ
ず
、
檢
地
の
賓
際
の
施
行
者
の
個
人
差
、



第

一

表

牟
#
郡
東
部
慶
長
檢
地
帳
一
覽

靈

表.

題

a

檢
地
役
人

現

位

石

高

I

備

考

一
紀
州
室
郡
之
內
錦
村
御
檢
地
帳 

一一

紀
州
室
郡
赤
羽
內
屮
切
村
前
山
村
御
檢
地
帳 

三
紀
州
室
郡
赤
羽
村
內
十
す
村
御
檢
地
帳 

四
紀
州
室
郡
赤
羽
村
內
大
原
村
御
檢
地
帳 

五
紀
州
室
郡
之
內
海
野
村
御
ハ
検
地
帳

)

六
室
郡
鬼
本
之
內
み
ぅ
ら
村
御
檢
地
帳 

七

室
郡

鬼

本
之
內
馬
淑
村

御

檢
地
帳 

八
室
郡

®,
本
之
內
河
內
村

御

檢
地
帳 

九
室
郡
相
賀
之
內
上
里
村

御
検
地
帳 

一
0

室
郡
相
賀
之
內
中
里
村
御
檢
地
帳 

一
一
室
郡
相
賀
之
內
舟
津
村

御
檢
地
帳 

一
ニ
室
郡
勝
浦
村

御
検
地
帳 

一
三
室
郡
尾

鷲

內
須
賀
利
村

御
検
地
帳 

一
四
室
郡
粉
本
之
內
屋
口
村

御
検
地
帳 

一
五
室
之
郡
粉
本
之
內
引
本
村
御
検
地
帳 

一六室之郡之內粉本村

御
檢
地
帳 

一
七

室
之
郡
粉
本
之
內
小
山
村
御
檢
地
帳 

一
八
室
之
郡
粉
本
之
內
便
山
村
御
検
地
帳 

一
九
紀
州
牟
览
郡
馬
儺
內
水
地
村
御
檢
地
帳 

一一

〇

紀
州
牟
雄
郡
尾
鷲
內
天
滿
村
御
検
地
帳 

二
一 
室
郡
尾
觉
內

J細g

胡
術

御

檢
地
帳 

ニ
ニ
紀
州
室
郡
尾
僦
內
南
村

御
檢
地
帳 

一一

三紀州牟獎郡尾鹫村中川

御
檢
地
帳 

一一

四
紀
州
室
郡
尾
瓛
之
內
矢
野
濱
村

御
検
地
帳 

一一

五
紀
州
室
郡
尾
濺
內
向
村

御
檢
地
帳 

一一

六
紀
州
室
郡
墦
襯
之
內
大
曾
翻
村
御
檢
地
帳 

一一

七紀州室郡尾衢內行

野
村
御
檢
地
帳 

二
八
紀
州
室
郡
九

鬼
村
御
検
地
帳 

ニ九紀州室郡

早

田
村
御
検
地
帳 

三
〇

室
之
郡
之
內
下
松
村
狗
檢
地
帳 

三
一
紀
州
室
郡
三
木
浦
御
檢
地
帳 

三
一
一
紀
州
室
郡
三
木
之
內
小
脇
村
御
検
地
帳 

三
三
紀
州
室
郡
三
木
之
內
永
原
村

御
檢
地
帳 

三
四
紀
州
室
郡
三
木
村
御
檢
地
帳 

E-
:
五
紀
州
室
郡
之
內
古
江
村
御
検
地
帳 

三六室郡

有

馬
庄
內
賀
田
村
御
検
地
帳

長慶

— 一 * •— ▲ — * *—* — * 一 f  - ■ レ

ロ ソ し プ し ：Ac  ニ= 1 一 八 ^ : : ^ : プぐ -t； 3 X  =  =  —  -t： ロ ー  3 5： ロ ^ :  ニニ IZ3 プぐプく プ< プ で ：

坂 松 近

# 原 藤  

左 平  
夂 平 十

吉 次 郎

近

藤

平

十

郞
 

恒
川
久
左
衞
門

堀

田

與

三
 

加
治
彥
十
郎

林 加 堀

田

與

三 

治
彥
十
郎 

次
郎
右
衞
門

中
村
源
內
左
衞
門 

〃

門
田
茂
右
衞
！

： 

新保角大夫
 

中
村
源
內
左
衞
鬥

植 新

田 保 
一 角
ご• 大

介 夫

林次郎右衞門
 

植
田
三
介

近
藤
平
十
郞 

加
治
彥
十
郎

北
.錦町

"

赤羽村中桐

•

前山
 

〃
〃
靈須

•

江龍
 

W
 

"
大原

 
"
三
野
瀨
村
海
野
浦 

〃

"，三
浦
•道
瀨
浦 

"
船
津
村
馬
瀨 

〃
〃
河
內 

//
;/
上

里 

〃
〃
中里

 〃
"
船律
 

桂
城
村
島
勝
浦 

"
須
賀
利
村 

"
引
本
町
矢
ロ
浦 

W

〃 

引
本
浦 

〃
相
賀
町
相
賀 

W

〃 

小
山
浦 

〃
〃
便山
 "

尾
菊
町
水
地
浦 

〃
〃
天滿浦
 

〃
び中井浦
 

〃
"
南浦

 //
//
//

"
〃
矢之
濱
 

〃
〃
向井
 "

"
大曾根浦
 

〃

"
行野浦
 

〃
九
鬼
村
九
木
湳 

〃
〃
早田
浦
 南

•
此
輪
內
村
盛
松
浦 

"
〃
三木
浦

 
〃

W

小
脇 

〃
〃
名柄
 〃

W

三
木
里
浦 

"
南
輪
內
村
古
江
浦 

〃
〃
賀田

一
二
四.
■

一

「  

四
九
六_

一？
S
1

一
四
一

.
0

 

一
 10 

一
七
四
•九六一 

i

i

四 

ニ
五
四
.四
五
六 

一
八
〒
三
九
五 

三
九
三
•
一
七
六

ー
罢
.

_

三
九
子
四
 

一二 

S

.九三一

七
入
1
ニ

ー0
四
入
四
九

ー
学
九
七
九

三
六
 

一
•六
八
四 

二
八
•四
ニ
三 

九
子
六
九
六

一四

ニ
三.0

七
三

ー
雪
一
.
ー
六
八

I

&

A
八
八

至
子
0
八
七 

一五一.

三三

1
S
.
Qニー一 

六
•
§
八 

2

五
六 

八
•九
八
九

四H

ハ九

0

四
八
こ
竺

-五
倉

六
六
.九
七
ニ 

1

九
一
•八
三
四 

六
九•
七S
 

i

l

八 ニ ニ 七 ニ ニ  ニニ ニ  四  一- 四 九  ニニ 六 一- ニ  — " 三 八 四  一• 五 七 五 三 六 ニ  三 ニ ニ  一~ ^ 三 四 八 四
3Lj： — • ブぐニニ  ニニ ニニ -tゴ - f c j ヨ ブ し ヨ -fc； O 王£ プ し プ ぐ 3 3： 八 ニ ニ  ニニ芝 i 八 — プ マ O  C H  tza ̂ « ヨ 八 一

後
筆「

江
龍
村
籠
ル

」

後
筆「

道
瀨
村
籠
ル」

元
祿
十 

一
/-
ヰ

の

寫

本

後
筆「

南
村
ノ
內
に 

林
村
も」

南
村
と
合
册



數四七 九 八P-H八 六 五 四 七五 〇 五 五 六 O 四 ニ 三七 七 五 九 i;m 六 五 八 m 七 八七 三 九 五 三

內

役人ニ九、床
屋

•
あ
り
き

ニ、
ねき一、弗一、後家 

役人七、芘

M

*あ
り
き

ニ、寺

一

、後
家
.下人四 

役人 

一二、庄
屋

.
あ
り
き
ニ
、

券一、後
家
•下人四 

役人九、芘
屋

•
あ
り
き

ニ、後
家
•下人五

譯

下
人
八

寺一、
 寺ニ、

 寺一
、

寺一、
 寺一、

 寺六、

1/、1灸 し、 
ん家ん 
き • き 
上う上 
• ば •

ば 九 ば

下 o  
人 、
— 下 

人

か
ぢ
屋

一

、後
家

•
お
う
ち 

一ニ、

あ
り
き

ニ、皮屋ー
 

後
家

•

お
う
ち•

隱居一三、

あ
り
き

ニ、芘屋一
 

神生ニ、座頭ニ、隱
居

•
後
家

•

お
う
ち

一六、荒

や
し
き

----- 、 广

へ
內

け
記
載
せ

ず
Vw/

後
家

.
い
ん
き
ょ

ニニ、寺ニ、
下人三、

H:
屋•

あ
り
き

ニ

い
ん
き
ょ
.

後家ニ六、寺一、庄屋下人ニ、
かぢー、

£H
屋
•
あ
り
き

ニ

[-
!
£
屋

下

人

一
、

庄

黾
.
あ
り
き

ニ

かぢニ、後家一、寺一、
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こ
れ
ら
の
檢
地
役
人
の
個
人
的
差
異
を
總
括
し
て 

出
さ
れ
た
處
の
總
平
均
石
盛̂

—

こ
の
場
合
田
一
.
ニ
五
石
、
畑
〇

•
九
四
石 

と
言
ぅ
數
字——

も
亦
同
_
で
あ
る
。
こ
れ
を
以
っ
て
こ
の
地
が
生
產
力
の
高 

い
地
方
で
あ
っ
た
と
な
し
得
る
で
あ
ろ
ぅ
か
。
こ
れ
は
檢
地
の
最
高
の
施
行
者 

た
る
淺
.野
氏
の
_

形
態
に
ょ
つ
て
も
規
制
さ.れ
る
か
ら
で
あ
る
。
從
つ
て
檢 

地
帳
を
通
じ
て
の
土
地
生
產
カ
の
評
價
は
數
字
通
り
に
簡
單
に
受
取
れ
ず
、
周 

'回
の
諸
條
件
を
十
分
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
。
,

〔

先
高〕

こ
れ
ら
の
檢
地
帳
の
中
に
は
、
慶
長
檢
地
以
前
に
お
い
て
定
め
ら

_

 

れ
.た
村
高
に
っ
い
て
記
す
も
の
が
あ
る
。
卽
ち
、
抹
次
郞
右
衞
門
が
檢
地
役
人 

で
あ
る
I

は
、
表
紙
に
前
之
高
と
し
て
、
加
治
彥
十
郞
の
場
合
に
は
表
紙
裏

:
に
貼
紙
で
先
高
と
し
て
記
し
て
い
る
。
後
者
の
中
、
若
千
の
も
の
は
貼
紙
が
胭 

落
し
明
ら
か
に
し
得
な
い
が
、
割
印
の
痕
跡
か
ら
曾
つ
で
は
書
か
れ
て
い
た
窜 

が
確
認
さ
れ
る
。
：叉
、
堀
田
與
三.の
場
合
に
も
先
高
を
記
す
も
の
.が
見
ら
れ
る 

が
こ
れ
は
す
べ
て
で
：は
な
い
。
と
も
か
く
原
本
に
先
高
及
び
前
之
高
を
記
す
も 

の
は
十
一
力
村
で
あ
り
、
：寫
本
の

T

力
村
を
加
え
て
士
ー
ヵ
村
が
慶
長
六
年
以 

•後
の
村
高
と
比
較
し
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
先
高
、
或
い
は
前
之
高
が
ー
體
何 

•年
の
調
迤
に
ょ
る
も
の
か
、
又
兩
者
が
同
じ
も
の
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は 

全
く
知
り
得
な
い
。
し
.か
し
第
五
表
に
見
る
如
く
各
村
の
比
較
に
お
い
て
慶
長 

,
六
年
以
後
の
村
高
と
の
間
の
差
異
ば
全
く
不
定
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
ら

*

 

の
高
が
い
ず
れ
も
慶
長
六
年
の
檢
地
を
基
と
し
た
も
の
で
な
い
事
は
事
實
で
あ 

.ろ

ぅ
.0
旣
に
述
べ
た
如
く
、
紀
州
に
は
天
正
十
三
年
に
檢
地
が
.施
行
さ
れ
た
形 

跡
.が
あ
る
か
ら
、
恐
ら
く
は
そ
の
時
の
村
高
で
あ
ろ
ぅ
。
第
五

村

名(

I I
帳

：

(A)

先
高
又
は
前
之

高

(

石)

(B
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之
高
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〉

-

田
舉
會
雑
警：：

第
四
、十
九
卷
ス
第
一.一
號
ー”

:

'

の

雛
！

S
I
T

 

:第
一T

に

々

の

歷

、
第
.

i

一
 1

は
眺
作
者
と
の
關
係
、
：卽
ち
'
 

一
人
へ 

:
.
の
耕
作
す
る
土
地
が
分
散
的
で
あ
る
か
集
中
的
で
あ
る
か
と
言
う
事
で
あ
る
。：

‘

と
の
內
、
第
三
に
っ
い
て
は
.
、
檢
地
帳
に
名
請
さ
れ
て
い
る
渚
が
何
で
.
あ
る
：

.

，
か
、
又
、
檢
地
帳
に
小
字
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
地
名
が
村
落
の
何
處
に
あ
る
.

.
の
か
が
解
阱
さ
れ
’
て
い
る
事
を
前
提
と
す
る
。
そ
の
眼
り
、
こ
れ
は
最
も
重
要
.

ン

な

麗

で

あ

る

に

拘

ら

ず

、
解
明
は
最
も
困
難
な
の
で
あ
る
。
紀
州
檢
地
帳
の 

.
場
合
も
こ
の
前
提
に
っ
い
て
の
手
が
か
り
は
殆
ん
ど
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
從
っ 

'

て
こ
れ
に
っ
い
て
も
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
.本
稿
で
は 

比
較
的
簡
單
に
知
り
得
ゐ
第
一
の
議
面
積
に
っ
い
て
若
干
觸
れ
シ
に
と
ど
'

,

め
、
そ
の
餘
は
第
二
の
事
祺
と
共
に
後
日
に
讓
り
た
い
と
思
う
。
 

:

紀
州
の
こ
の
地
方
は
平
野
に
乏
し
い
沿
岸
村
か
3

村
が
多
い
關
係
上
、

一
筆 

;

常
り
の
獄
面
積
は
他
と
比
較
し
て
零
細
で
あ
る
事
が
豫
想
さ
れ
る
。
第
六
表 

■

(

次
頁)

は
地
形
上
、.
山
間
部
、
沿
岸
部
、
河
川
沿
い
の
平
坦
部
の
三
っ
に
っ
、

:

い
て
そ
れ
ぞ
れ
代
表
を
選
び
、
田
畑
品
位
別
.
に
面
積
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

.

•

il
l

ち
第
I

の
馬
瀬
村
他
七
力
村
は
北
部
の
船
津
川
、
铫
子
川
下
流
に
位
置
す
る 

平
坦
部
で
平
均
石
盛
の
高
い
農
村
地
帶
で
あ
り
、
第
I

の
大
曾
！

S

村
以
下
三
力 

村
は
石
盛
低
く
、
村
高
に
比
し
て
家
數
の
多
い
沿
岸
村
落
、
第
M

の

大

俣

村

以

、
 

下
は
北
山
耻
方
の
平
坦
部
.に
乏
し
い
山
村
を
そ
れ
ぞ
れ
代
表
す
る
も
の
.で
あ 

る
。
こ
の
表
か
ら
歸
結
さ
れ
る
の
は
、
微

議
‘

段
对
，いv

t
M
—

毎

^

面

讀

は
 

.
非

簡

零

細

で

、
田 

一
•

六
畝
、
畑
〇
.

九
畝
と
言
う
狀
態
で
あ
る
事
、
平
坦
‘

部
、S

間
部
に
お
い
て
は
田
四
畝
、
畑

ニ
，
五
畝
と
な
っ
て
居
り
、
こ
れ
も
又 

_ 

.か
な
り
の
寧
細
性
を
示
し
て
い
る
事
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
平
均
面
積
は
、
表

に

，
 

見
る
如
く
村
に
ょ
っ
て
相
常
の
差
異
を
示
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
小
坂
村
の
上 

田
、
便
11
[

村
の
下
田
は
何
れ
も
ー
反
を
超
ぇ
て
ぃ
る
が
、
こ
れ
，は
筆
數
が
少
い

, 

六
六
.

O

四
六
>

.

た
め
、
例
外
が
表
示
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
黠
を
考
慮
す
れ
ば
、
各
村
と 

..

も
同
.

一.
地
域
に
お
.

い
.
て
.
は
比
較
的
同一， .

面
積
を
示
し
.
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

,

さ
て
こ
：の
機
.̂

田

四

畝

、

畑
一
ー

•
.
.五
畝
と
い
う
一
筆
平
均
の
.
面
積
は
、
慶
長 

.

期
の
®

方
：に
比
し
て
如
何
で
あ
ろ
う
か
。.
こ
'
の

解

答

は

殘

念

乍

ら

今

日

で

は 

得
ら
れ
ぬ
よ
う
で
あ
る
。
地
域
性
を
考
慮
に
入
れ
た
各
地
の
筆
毎
の
蓄
面
積 

は
現
在
殆
ん
ど
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
以
上
の
如 

_

ー
 

地
方
的
な
®

察
以
上
に
は
出
ら
れ
な
か
っ
た
0

:

,

以
上
述
べ
て
來
た
よ
う
に
.
ク
檢
地
帳
の
名
請
關
係
を
確
定
し
得
ぬ
場
合
、
通 

例
行
わ
れ
て
来
.て
い
る
よ
う
な
檢
地
帳
利
用
の
方
法
は
接
だ
危
險
で
あ
り
、
そ 

の
場
合
む
し
ろ
明
ら
か
に
す
べ
き
は
土
地
そ
の
も
の
の
形
狀
如
何
と
言
う
問
題 

に
限
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。0

し
て
又
、
こ
の
問
題
は
、
檢
地
帳
が
果 

し
て
謂
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
土
地
と
農
民
と
の
關
係
を
十
分
に
反
映
し
て
い
る
も 

の
か
否
か
の
黯
に
っ
い
て
、
も
う
一
.度
反
省
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
言
う
事
を
物 

語
る
も
の
.
で

あ

る

。
レ

そ

れ

よ

り

も

む

し

ろ

檢

卿

，

_

が
，
、
|
 

§,

の
_

——

匆
_
 

當
時
に
お
け
る
技
術
的
水
準
に
よ

り

制
約
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ——

"

m

r

t

rき
.
で
.
.は
な
'か
.
’ろ
ゲ
，が
。
こ
の
事
は
勿
fi

檢
地
そ
の
も
の
の
史
的
評
價
を 

.
何
等
低
く
す
る
も
の
で
は
な
い
。
•
確
か
に
領
主
側
の
意
圖
し
た
處
は
、
檢
地
條 

令
に
見
ら
れ
る
如
く
、
1

丨
筆
-1

作
人
，の|
作
職
の
.
碑
\̂
!̂

丨5

3

!̂

よ
’
る

出

地

を 

通
1?
9

办
1

1

^

囊

的

支

麗̂;
つ̂

と

考

：え

：る

事

ば

で

ぎ

る

。

し

か

し

そ 

の

場

合

、

領

主
■

埒

間
£

位

置

ず

る

村

落

、
：
家

族

：と

|

日
1>

た

中

間

項

，を

全

く

無 

視
す
る
事
，ゆ
で
き
ず
ー
鍾
帳
咬
現
お
れ
た
結
果
は
ぞ
5:

言
っ
た
現
實
の
1
5
|關 

係
叫
よ
叫
で
痴
制
含
れ
5

4!
0|
^

^

ざ
を
を
得
相
い
。
從
っ
て
、
村

落

謹
 

や
家
族
構
成
の
解
明
の
必
要
が
叫
ば
れ
る
の
で
あ
る
が
、
檢
地
帳
か
ら
村
落
構
-
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;
造
を
直
ち
に
結
論
す
る
事
は
、：：史

麗

判

を

無

觎

し

た

假

説

以

上

：に
'は
出
な
ぃ

も
の
で
，あ
を
と
さ
え
言
い
得
る
の
で
あ
る

。
：:■
■ 

> 

.

.

.

.

.
 

.

■

-

•

•

.

，

(

註

一

)
茶
、

一
斤
に
っ

.
き
八
升
。
桑
、

一
束
に
っ
き 
一̂

。
紙

、

.

.
一
.

束
に 

..
っ
き
二
升
。
漆
、

1
0

匁

.
に
っ
き
六
升
五
合
。

':

S1一)

大

學

村(
四
六)

.
加
治
彥
十
郞
：

一

.三七石；.

:'
■

小

俟

.，村(
四
七)

近
藤
平

‘十

郎

.

.
一

•
.
ニ
六
石

.

..:
小
坂
村

(
四
八)
.
植
田 
'三

介

一

,
二
〇

石

.

佐

渡

村(
四
九)
加

治

彥

十

郞

. 一

.
ニ

〇

石，

.

野

',
ロ

射(
五
〇)

.新
保
角
大
夫 
一

•三一
石

.

神

山

村(

五
一)
堀

田

與

三

一

..三
〇
石 

和

.田
村

CII
: 一

D
艰

原

左

平

次

.一 

•
四
•七
石 

寺

谷

#ハ
i)

林
次
郎
右
衞
門 
一
•
四
六
石 

も
メ
さ
き
村(

五
四)

恒

川

久

左

衞

門

一

：

五
〇
石 

大

井

谷

.村
£五)

嶋
彥
右
衛
門

' 
一
•
ニ
ニ
石 

赤

倉

村

£七)

和
田
五
郞
泡
衞
門

. 
一

.r 九
石

,

尾

川

村(

五
八)

、

〃 

一
•
三
一
石 

(

独
三)

『

大
日
本
租
税
志』

中
篇
、

ニ
七
〇
丨
四
頁
所
收
の
各
國
別
の
慶 

.畏三
年
檢
地2

1

錄
よ
り
。

五

分

析

3
1
^

—

農

民

關

係

.

ぶ

地

の

第

一

の

目

的

と

す

る

處

が

、
領
內
に
お
け
る
土
地
生
產
力
の
把
握
に 

ぁ
っ

た
こ
と
は
何
人
と
雖
も
疑
ぅ
餘
地
が
众
い
。

し
か
し
近
世
双
双
に
お
い
て 

封
建
領
主
に
，よ
る
領
域
の
支
配
が
こ
の
檢
地
の
施
行
の

.
み
に
よ
つ
て
達
成
さ
れ

'

八

た
が
否
か
ゆ
つ
い
て
は
也
藉
題
を
殘
し
セ
い
る
。
卽
ち
土
地
に
對
す
る
茭 

:)

配
權
の
確
立
が
檢
地
を
通
じ
て
だ
さ
れ
る
め
な
k

ば
、；：

農
民
に
對
す
る
人
的
支 

.

配

の

確

立

が

何

等

か

の

形

で

行

わ

れ

ね

ば

な

：ら

な

か

っ

た

:°
領

主

に

よ

る

農

民
 

の
人
的
支
配
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
形
態
は
、
置
か
れ
た
藤
史
的
、
社
會
的
諸 

條
件
に
よ
つ
て
決
し
て
.1

機
で
は
な
い
0

そ

れ

は

、
.
.
一

方

で

は

領

主

の

必

要

と 

'

す
る
農
民
支
配
の
型
に
よ
っ
て
、
他
方
で
は
農
民
の
#

_

態
に
よ

っ

て
規
定 

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
.こ
こ
で
史
料
に
基
く
實
證
的
考
察
に
入
る
前
に
、
近
世
■
 

初
頭
に
お
け
る
領
主
が
，如
何
な
る
農
民
茭
配
を
必
要
と
し
た
か
に
つ
い
て
若
干 

考
え
.
て
見
よ
う
。
 

■

近
世
初
期
の
我
が
國
に
お
い
て
、
旣
に
政
治
的
に
は
大
名
と
し
て
知
行
地
の 

一
圓
領
主
權
を
與
え
ら
れ
た
封
建
領
主
が
、
配
下
の
農
民
を
1

使
役
し
て
耕 

作
す
る
所
謂
直
®

經
營
は
存
在
し
な
か
つ
た
と
み
て
よ
い
。
尤
%'

彼
等
.の
殆 

ん
ど
す
べ
て
は
系
譜
的
に
は
^
®
領
主
と
呼
ば
れ
る
土
豪
層
を
出
自
と
し
て
い 

る
か
ら
、
'
直
®

の
經
營
を
全
く
放
棄
し
た
の
は
，そ
れ
程
遠
い
昔
で
は
な
か
つ 

た
し
、
場
合
に
よ
つ
て
は
、
極
め
て
遲
く
ま
で
そ
の
よ
う
な
經
營
が
續
け
ら
れ 

て
.
い
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
じ
、
今
考
察
せ
ん
と
す
る
時
期
に
お
い
て
は
、 

領
主
に
よ
る
直
營
地
農
業
は
旣
に
.
存
在
也
ず
、
地
主
手
作
と
呼
ば
れ
る
直
營
農 

業
は
、
身
分
的
に
は
農
民
相
互
間
に
お
け
る
關
係
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
か
ら
、
 

近
世
初
期
に
お
け
る
領
主
の
農
民
把
握
は
、：
自
已
の
直
®

經
營
に
充
當
す
べ 

き
賦
役
勞
働
カ
の
確
保
と
言
う
目
的
に
沿
つ
て
求
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ 

た
。
し
か
し
、
こ
の
事
は
、
領
主
對
農
民
の
關
係
に
\

i

の
支
配
關
係
、
卽 

ち
賦
役
關
係1

般
の
存
在
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
^

何
故
な
ら
農
民
の
賦 

役
勞
働
が
投
ぜ
ら
れ
る
の
は

、

そ
の
よ
う
な
農
業
耕
作
の
み
と
は
限
ら
な
い
か 

ら
で
あ
る
。
特
に
戰
國
未
期
か
ら
近
世
初
頭
に
か
け
て
の
時
期
に
は
、
農
民
め

賦
役
が
旣
に
そ
の
形
態
を
變
化
さ
せ
、
十
分
な
る
補
給
や
輸
遂
の
上
に
成
立
す 

る
よ
ぅ
に
な
、っ
て
い
た
戰
爭
、
或
い
は
そ
の
準
備
の
た
め
に
用
い
ら
れ
ね
ば
な 

ら
な
か
っ
た
事
は
十
分
考
え
ら
れ
よ
へ
ぅ
。
こ
.
の
他
に
こ
■の
時
期
に
漸
く
盛
に
な 

っ
た
領
主
に
よ
る
諸
々
の
土
木
工
事
、
そ
れ
に
伴
ぅ
物
資
運
搬
等
の
非
農
業
部 

閜
に
お
け
る
勞
役
の
必
要
は
增
大
し
っ
っ
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。
從
つ
て
、
.領 

主
に
よ
る
賦
役
の
徵
發
は
、
彼
が
領
域
.の
全
面
的
な
支
配
權
を
確
立
す
る
に
從 

.

い
、
む
し
ろ
從
前
よ
り
增
加
し
た
と
も
み
ら
れ
る
。

.

最
近
に
お
け
る
硏
究
は
、
こ
れ
ら
の
賦
役
關
係
に
基
く「

役
家
體
制」

を
以 

っ
て
.
近
世
.初
頭
の
農
民
支
配
の
形
態
と
し
て
い
る
。
卽
ち
農
民
の
內
、
領
主
に 

對
す
る
賦
役
關
係
を
值
接
に
有
す
る
〃
役
"

負
擔
者
を
%

っ
て
初
期
本
百
姓
と 

な
す
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
そ
の
役
負
擔
者
を
一
般
農
民
の
內
か
ら
選
出
し 

て
行
く
規
準
は
何
か
、
そ
れ
は
農
民
の
土
地
保
有
と
は
如
何
な
る
關
連
を
有
す 

)

る
か
が
間
題
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

.

が
土
地
の
生
產
カ
把
握
の
た
め
に
施
行
さ
れ
、
作
製
さ
れ
た
も
の
が
檢 

.

地
帳
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
農
民
に
よ
る
賦
役
負
擔
能
力
を
把
握
せ
ん
と
し 

た
調
蔽
が
當
然
見
出
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
.卽
ち
史
料
と
し
て
は
朝
期
に
お
け
る 

人
改
帳
、
家
改
帳
類
が
こ
の
調
齑
の
結
果
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
^
>
そ
の
最
も 

血
5§

的
な
例
は
先
日
出
版
さ
れ
た
肥
後
@

藩

の「

人
畜
家
屋
敷
改
帳」

で
あ 

る
。
.

こ
れ
は
同
雜
に
よ
る
寬
永
十
年(

一
六
三
ーーー

)

の
#

家̂
別
の
人
、
家
罾
、
 

.
家
屋
、
持
高
等
に
關
す
る
詳
細
な
調
迤
で
あ
る
が
、
@

氏
が
北
九
州
地
方
の 

'

領
主
で
あ
っ
た
慶
長
.

元
和
年
間
に
も
ク
€
-
原
型
と
み
ら
れ
る
調
蜜
が
行
わ

.
.
.

 

C

許
三〕

■

れ
、
そ
の
史
料
が
最
近
發
見
さ
れ
た
。
そ
の
分
析
は
近
く
公
表
さ
れ
る
と
聞
く 

が
、
こ
の
調
蜜
は
後
年
の
幕
府
の
禁
敎
上
の
、必
要
か
ら
生
じ
た
宗
門
改
系
統
の
.
 

人
別
帳
と
は
異
り
、
.：領
主
.
の
必
要
と
す
る
賦
役
を
負
擔
し
得
る
能
力
：.を
有
す
る

近
世
刹
期
の
松
地
と
木
西
姓
身
分
の
形
成

者
.
.

(

或
い
は
家〕

が
何
程
あ
る
か
と
言
ぅ
檢
地
帳
に
對
し
檢
人
帳
と
で
も
稱
す 

ベ
き
重
要
な
も
の
で
'
あ
つ
た
。
そ
し
て
こ
の
場
合
に
.
お
い
て
は
㈣

吣
を
通
じ
て 

の
土
地
生
産
力
の
把
握
と
、
入
改
を
通
じ
て
の
賦
役
負
檐
能
力
の
調
査
と
が
分 

離
し
て
行
わ
れ
た
の
.
で
あ
っ
た
。
し
か
し
何
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
兩
者
が
分 

離
し
て
行
わ
れ
た
士
は
限
ら
な
い
。
紀
州
の
場
合
に
は
、
人
改
は
檢
地
と
並
行 

.

し
て
行
わ
れ
、.
檢
地
帳
1

記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
旣
に
汞
し
た 

如
く
、
檢
地
帳
末
尾
の
家
數
改
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
。
本
節
で
は
そ
の
記
載 

を
通
じ
て
、
こ
の
.家
數
改
の
本
質
を
探
ら
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

.

.

檢
地
帳
記
載
の
樣
式
が
、
擔
當
し
た
檢
地
役
人
の
相
違
に
ょ
っ
て
か
な
り
異 

.

る
こ
と
は
旣
に
述
べ
.
た
如
く
で
.あ
る
。
こ
の
家
數
改
の
場
合
に
は
、
そ
れ
は
ょ 

り
明
確
に
現
わ
れ
て
い
る
。
記
載
の
最
も
簡
單
な
例
は
加
治
彥
十
郞
の
行
っ
た 

檢
地
帳
で
、
舟
津
村
.(

一：
一)

：の
場
合
を
示
す
と
、

.

「

家
數
合
五
拾
六
間
、
あ
き
い
へ
や
く
ニ
た
X

す
共」

：
と
記
す
の
み
で
あ
る
。
 

同
人
の
行
P

た
他
.の
數
.力
村
め
.
場
合
も
全
く
同
機
の
記
載
を
す
る
。
こ
れ
に
對 

し
、
最
も
多
く
見
ら
れ
る
記
載
は
次
の
如
く
で
あ
る
0

.
'
-

 

神

山

村

(

五
一)

、檢
地
役
人
堀
田
與
三 

.

,「

家
數
合
五
拾
四
間
之
內
.

.

.

.

.

.

.

.

.

拾
«

間
.

.

.

ぢ
.
い
.後
家
と
も
.
.

貳
間 

そ
ま
.

I

.

■
.
-

寺 

•

.

.

ゴ
一
：
間
,

下人
 

.

.

.

壹
間
. 

'

'
 

.

.
あ
り
き
，

壹
間 

庄
屋 

：

-

:.
-
.

.

鵜
渡
野
村
.(

八
九)

、檢
地
役
人
出
田
平
左
衞
門六

九

a

四
九)

 

jI



こ か ね 寺  
ん ぢ き  
や . ■

r

家
數
合
八
拾
貳
間
內

.

'

H

間
ハ
.

.
—

間
ハ 

，
.
壹
間
パ 

壹
間
ハ

3

田
學
會
雜
誨
：:;
:

第
^

十
九
#

'

ヽ
箩
1
:
1號

七
間
バ 

下
人

. 

欢

竭

 ヽ

.皮

屋
 

. 

|

>

 

.

あ
り
き

ノ
.

五
.間
ハ 

お
ぅ
じ 

貳

拾

四

間

ハ
U

雌
家

册
八
間 

: 

. 

J

 

' 

パ
祌
山
村
と
鵜
渡
野
村
の
.場
合
を
比
較
し
て
み
る
と
、
前
者
で
は
家
數
の
㈥

豸 

:

に
特
殊
な
身
分
を
示
す
も
の
の
み
を
掲
げ
る
の
に
對
し
、
後
者
に
お
い
て
は
そ 

,■
■
:

れ
ら
を
除
外
し
た
.
残
り
の
家
數
を「

？

と
し
て
記
載
す
る
黯
が
異
つ
て
い 

;.

る
。.
.第

七

表

(

折
込
別
表
參
照〕

は
各
檢
地
役
人
別
に
、
こ
の
部
分
の
：記
載
を 

':

表
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
家
數
の
：6

畔
け
を
全
く
記
載
し
な
い 

.

の
は
、

涅
衞
門
、
加
治
彥
十
郁
の
檢
地
役
人
で
あ
つ
た
十
力
村
の
檢
地 

帳
で
、
霞

左

平

次

、
林
次
郞
右
衞
K

彥
右
衞
門
、
矢
野
九
郞
右
衞
門
、
 

石
黑
半
兵
衞
、
加
治
吉
ニ
郎
等
は
比
較
的
簡
單
な
記
載
を
し
て
い
る
。
是
に
對 

，
し

て

近

藤

平

十

郞

、

植

田

三

介

、

足

助

久

市

郞

、

和

田

五

郞

葙

衞

門

、
'
平

野

喜
 

i

n

,

長
田
衞
門
太
郎
等
十
八
人
の
檢
地
役
人
の
場
合
に
は
、
村
の
全
家
數 

か
ら
一
，定
.
の
除
外
數
を
引
き
、
殘
り
を
そ
れ
ぞ
れ
.
の
_

 (

第
七
表
に
太
字
で 

一
示
す)

で
示
し
て
い
る
最
も
完
全
な
記
載
樣
式
で
あ
り
、
他
の
場
合
に
は
前
ニ 

者
と
後
箸
と
の
中
間
で
お
る
こ
と
が
判
る
。

さ
て
こ
の
家
數
內
容
は
何
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
各
檢
地
帳
に
見

.ち
れ
る「

家
數
合
何
間
,-
'
:
.の
家
數
.か
：ら
見
て
行
こ
.5.

。

こ
.れ

ば

ー

見

し

て

直

ち 

.

に
檢
地
帳
に
登
錄
さ
れ
た
屋
敷
地
の
數
で
あ
る
：こ
と
が
判
る
。
，實
際
僅
か
の
例 

外
を
除
い
て
は
、
そ
の
數
は
全
く
合
致
す
る
の
.で
あ
る
。
例
外
は
明
屋
敷
を
家 

.

敷
に
算
'入
せ
ざ
る
場
合
に
生
ず
る
が
、
.

こ
れ
は
別
段
檢
地
帳
の
屋
敷
數
H

家
數 

と
な
す
事
の
妨
げ
と
は
な
ら
な
い
。
從
つ
.
て
た
と
い
一
一
ー
步
の
居
屋
敷
た
り

A
J

雖 

も
、
そ
の
名
請
人
の
如
何
f

そ
れ
が
下
人
で
あ
ろ
う
と
、
後
家
で
あ
ろ
.う
と 

I

を
問
わ
ず
等
し
く
一 

戸
：の
家
と
し
て
數
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し 

.

て
こ
の
酴
に
の
み
趙
と
、
家
を
以
づ
て
そ
の
單
位
と
な
す
領
主
の
人
的
支
配 

の
っ
.
な
が
り
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、「

家」

は
員
#
^
以
外
の
土
地 

の
名
請
と
：は
一
切
關
係
を
持
た
な
い
。
田
畑
に
お
.
い
：て
如
何
に
多
く
の
面
積
の 

-

名
請
人
と
し
て
登
錄
さ
れ
て
い
.る
者
で
も
、
屋
敷
地
の
名
請
人
た
ら
ざ
る
限
り 

は

「

家
1

と
し
て
は
認
め
：ら
れ
て
い
な
い
'0

で
あ
る
？

. 

'

こ
：の
よ
う
に

r

家
L_

と
し
て
認
め
ら
れ
た
屋
i

の̂

ft

入
は
、
第
七
表
に 

見
る
如
く
種
々
.

な
る
名
稱
で
呼
ば
れ
る
內
容
に
分
れ
る
。
し
か
し
.、
こ
こ
で
最 

も
重
要
な
の
.
は
こ
の
家
數
改
が
、
單
に
そ
う
言
っ
た
村
の
^

^

1

畠
_
入
數 

を
示
し
、
そ
の
內
譯
を
.
示
し
た
と
言
っ
た
も
の
：で
は
な
く
、
第
七
表
に
太
字
で 

示
し
た
役
の
負
擔
者
と
し
て
の
農
民
を
規
定
し
、
'そ
の
數
に
基
い
て
#
#
の
賦 

.役
負
擔
假
力
.
を
測
定
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
事
で
あ
る
。
そ
れ
ば
あ
る
場 

合
に
は
明
白
に
、
®

帳
上
に
：「

何
亂」

と
し
て
示
さ
れ
る
場
合
も

あ
っ
た
。
 

し
.
か
.し
^

^

役
人
に
よ
っ
て
は
、.
少

く

も

こ

の

^

^

帳

に

そ

の

數

を

示

さ

な

か
 

っ

た

も

の

も

あ

る

。

こ
，
の

.事
は
一
見
し
て
こ
.の
^

^

•

の
目
的
が
字
義
通
り
の
土
.
 

地
に
關
係
す
る
調
齑
の
み
で
あ
っ
た
か
.
の

如

く

吃

考

え

さ

：せ

る

——

實
i

右
し 

我
々
が
そ
の
よ
う
な
記
載
を
す
る
1

帳
の
み
を
興
え
ら
れ
た
な
ら
ば
、
結
論 

it

そ
の
よ
う
で
，あ
つ
た
か
も
-̂

れ
な
い
I

の
.
で
あ
る
が
、
注
意
す
べ
き
杖
、

家
數
の
內
譯
を
如
何
に
簡
單
に
記
す
場
合
で
も
、
こ
負
擔
者
數
は
、
檢
地 

帳
の
屋
敷
地
の
^

i

記
載
か
ら
於
定
可
能
な
の
で
あ
る
。

:

で
は
ま
ず
、
調
蜜
の
i

■の
目
的
と
な
つ
た
役
負
擔
者
か
ら
み
よ
う
.。
こ
の 

名
稱
は
、
第
®

に
見
る
如
く
、
檢
地
役
人
'に
上
つ
て
異
つ
て
い
る
。
そ
れ
ら 

は
、
.
役

人
.

役
家
.

本
家
：
本
役
人
.
•
御

公

事

役

家
.
.
定
有
人
•

定
有
物
.
有 

物
*
'
百
姓
•

面
百
姓

•

本

百

姓

と

言

う

如

く

多

樣

な

名

稱

を

.有

し

て

い
る
。
こ 

れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
の
村
の
地
域
的
な
呼
稱
で
な
か
っ
た
事
は
、
第
七
表
に
よ
り 

明
ら
か
.で
あ
ろ
う
。
卽
ち
同
一
の
檢
地
役
人
の
檢
地
帳
は
殆
ん
'ふ
同
一
の
名
稱 

;

を
用
い
.て
居
り
、
村
の
位
置
に
は
無
關
係
で
あ
る
。
從
つ
て
、
こ
れ
ら
が
、
村 

0'

全
家
數
の
內
か
ら
あ
る
除
外
す
ベ
き
も
の
.
を
引
去
.
.つ
た
殘
り
め
.
も
の
の
異
稱
.
.
 

.

で
あ
る
事
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
或
る
場
合
に
は
"

役
人
〃
と
し 

て
、
又
あ
る
場
合
に
は
〃
御
公
事
役
家
〃
と
し
て
、
又
"

本
百
姓
〃
と
し
て
呼 

ば
れ
る
場
合
す
ら
あ
つ
た
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
宠
に
述
べ
た
領
主
に
對
す
る
賦 

役
の
負
擔
潘
と
し
て
認
定
名
れ
た
渚
で
あ
る
。
そ
の
事
は
逆
.に
こ
の
機
な
役
負 

擔
者
と
し
て
認
定
さ
れ
な
か
つ
た
渚
の
内
容
を
檢
討
す
る
事
に
よ
つ
て
よ
り
明 

確
に
し
得
る
。
 

;

.

第
七
表
に
見
る
こ
れ
ら
め
除
外
渚
は
次
の
如
く
で
あ
る

.。
'

⑷

皮
屋
• 

•

あ
り
き

(

又
は
.
あ
る
き
.

)

？
.

(B
)

ね
ぎ
•
神
主
•

寺

.
善門

.
， 3

伏
.

み
こ
•
か
ね
た
k
き
。

(c
)

か
ぢ
屋
、
そ
ま•

大
工

•
甜
屋

•
か
こ
、
渡
守

.
'舟
頭
。

(D
)

後

家

•
う
ば

•
い
ん
き
よ
•
.お
う
じ
♦
.ぢ
い
.
.
.
や
ま
め
.
.
.
祖
母
。

0

下
人
.

.

抱
考
.

ふ
ち
く
い
•

百

姓

使

者
.*
.
百
姓
內
者
.

主
持
。

(F
)

.

座

頭
.

こ
し
ぬ
け
.

め
く
ら
*

か
た
'
わ
物
‘

：腰
引
。

(a
)

お
か

•
か
じ
け
.
ぉ
か
引
。

■.

近
世
初
期
の
檢
地
と
本
百
姓
身
タ
”
形
成

0

明

家
•

失
人
。

.

こ
れ
ら
の
除
外
者
は
次
：の
機
に
ほ
ぼ
八
つ
の
系
統
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

.g

は
村
政
.
の
擔
當
者
で
あ
り
、
(B
)

は
宗
敎
的
關
係
か
ら
、
(c

)
は
特
殊
な
職
業
を 

有
す
る
技
能
者
と
し
て
除
外
さ
れ
た
。
卽
ち
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
の
身
分
を
保 

,

證
す
る
事
に
お
い
て
領
主
と
直
接
の
賦
役
關
係
に
立
.つ
事
を
必
要
と
し
な
か
つ 

た
者
で
あ
る
。
こ
れ
に
對
し
(0
)

は
女
子
.

老
人
.

_

居
で
あ
る
事
に
よ
り
、
(E
)

 

は
村
落
内
部
で
の
隸
屬
農
民
た
る
が
故
に
、
(F
)

は
身
體
障
害
者
と
し
て
、
何
れ 

.
も
領
主
の
必
要
と
す
る
賦
役
に
役
立
ち
得
ぬ
が
た
め
に
除
外
さ
れ
た
も
の
で
あ 

る
。
(G
)

は
具
體
的
な
内
容
を
知
り
得
な
い
が
、
⑶
が
除
外
さ
れ
る
の
，は
當
然
で 

あ
ろ
ぅ
。
こ
の
樣
に
除
外
者
に
も
3

:

及
び
(0
)

の

領

主

と

塵

の

賦

役

關

係

.は

有 

し
な
い
がV

別
の
形
態
に
よ
：つ
て
、
卽
ち
或
奋
者
へ
は
村
落
行
政
の
擔
當
者
と 

し
て
支
配
の
未
端
た
を
位
置
を
興
え
又
或
る
者
へ
は
特
殊
の
技
能
奢
と
し
て
單 

,

な
る
賦
役
i

め
代
り
に
そ
の
.
職
業
.に
基
い
た
負
擔
を
賦
課
す
る
事
に
よ
つ
て 

矢
張
り
領
主
'と
®

め
關
係
を
有
す
る
身
分
と
、
(B

)
の
如
く
宗
教
上
の
理
由
か 

ら
形
成
さ
れ
た
身
分
、
(D
)

S

(F
)

の
如
く
、「

役
に
た
X

ず」

.と
し
て
家
數
の
內
に 

算
入
す
る
に
と
ど
，め
、
直
接
の
關
係
か
.
ら

除

外

し

て

.し

ま

ぅ

者

の

三

通

り

が

あ 

る
事
が
判
明
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
三
身
分
の
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
由
に 

:

従
つ
て
役
の
負
擔
溝
と
は
な
ら
な
い
。
賦
役
負
擔
者
は
こ
れ
ら
の
身
分
を
除
い 

た
.
殘
り
の
.
渚
卽
ち
、
村
政
擔
當
者
で
.
は
な
く
、
寺
社
■

係
で
も
な
く
、
又
特
別 

の
職
業
を
有
せ
.
ざ
る
、
戸
主
が
老
人
、
女
子
で
.
は
な
く
、
下
人
等
の
隸
嵐
農
民 

で
は
な
く
、
M

つ
賦
役
負
擔
能
力
の
な
い
不
具
者
で
は
な
い
處
の
農
民
な
の
.で 

'

あ
る
。
從
つ
て
、
補
等
は
、：.
經
濟
的
に
は
あ
る
限
度
以
上
の
、
卽
ち
檢
地
帳
に 

，
下
人
と
し
て
登
錄
ざ
れ
ぬ
程
度
に
お
い
.
て
、へ' 
獨
立
農
民
で
：あ
る
必
要
が
あ
つ

た
。：̂

の
：限
り
に
お'い
て
、：'彼
等
'の
.經
濟
'的
菡
盤
ば
土
地
保
有
の
上
に
實
質
的.

、
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で
は
な
い
。
彼
の
檢
地
帳
上
の
十
分
な
る
條
件
は
、
.
屋
敷
地
•
の
名
請
人
た
る
事
.
 

で
あ
.っ
た
。
從
っ
て
こ
こ
に
規
定
さ
れ
る
^

の
負
擔
者
は
、.
經
.濟
的
な
基
盤
を 

有
し
て
は
い
る
が
、
.右
に
見
た
嫌
な
理
由
に
ょ
っ
て
規
定
さ
れ
た
社
會
的
身
分 

な
の
で
あ
る
。j,

こ
の
襪
な
賦
役
負
擔
渚
を
、
我
々
は
檢
地
役
人
生
駒
平
兵
衞
に
倣
っ
て
，初
期 

「

本
百
姓」

.
と
呼
ぼ
う
。
#•

等
は
或
る
踢
合
に
は「

御
公
事
役
家」

，と
言
う
中 

.

世
的
な
名
稱
で
呼
ば
れ
る
事
も
あ
っ
钱
|
、
こ
の
樣
な
名
稱
は
差
し
當
り
大
き 

な
問
題
と
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
は
實
際
に
は
全
く
同
一
の
內
容
ダ
示
す
も
の 

で
あ
る
か
ら
。
從
っ
て
こ
こ
で
初
期
本
百
姓
と
し
て
規
定
：さ
れ
た
者
於
、
實
際 

に
如
何
な
る
領
主
に
對
し
賦
役
關
係
に
立
っ
て
.
い

た

か

に

っ

い

て

^

^

を

進

め 

て
行
く
事
と
ず
る
。

彼
等
は
先
に
述
べ
た
如
く
、
直
接
に
領
主
と
賦
役
關
係
を
有
す
る
。
し
か
し 

こ
の
«
ム
ロ
、「

11
^
に」

と
は
初
期
本
百
姓
自
身
が
個
人
的
に
領
主
と
關
係
す
る 

事
を
意
味
し
な
い
。
領
主
と
彼
等
の
中
間
に
は「

村」

が
存
在
し
た
。
彼
等
は 

領
主
に
對
し
て
は
、
_

々
に
お
け
る
柚
象
的
な
數
と
し
て
し
か
關
係
を
持
っ 

て
い
な
い
。
.
卽
ち
、
實
際
に
賦
役
が
課
せ
ら
れ
る
場
合
、
領
主
は
某
村
の
某
に 

直
接
命
ず
る
ょ
う
な
事
は
し
な
か
っ
た
。
村
か
ら
の
賦
役
負
擔
が
假
に
本
百
姓 

數
に
應
じ
て
な
さ
れ
る
場
合
も
、
村
落
內
部
に
お
け
る
そ
の
分
擔
が
如
何
な
る 

形
態
で
：な
さ
れ
る
.
か
は
何
等
規
定
さ
れ
て
い
な
.
い
の
で
あ
る
。
從
っ
て
、
正
確 

に
は
む
し
ろ
彼
等
は
村
を
通
じ
て
、
そ
の
村
の
賦
役
負
擔
能
力
の
數
的
な
表
現 

と
し
て
關
係
す
る
の
で
あ
る
^V

 

同
機
な
事
は
、
ご
の
よ
う
な
種
々
の
身
分
規
定
に
お
い
て「

家」

と

「

人」

.

七

ヒ

a

五
ニ)

 

■

檢
地
帳
に
記
載
さ
.
れ

た

諸

®

は

い

ず

れ

も

家 

I

間」

と
し
.
て
示
さ
れ
る
の
.
に
對
し

「

I

 

し
か
し
人
で
示
さ
れ
る
場
合
、
こ
れ
が 

そ

の「

家」

の
戶
主
と
考
太
ら
れ
る
者
を
指
す
事
は
言
を
ま
た
な
い
ノ
そ
の
故 

不
具
者
何
人
と
言
う
記
載
は
、
そ
の
村
の
現
實
の
不
具
者
の
數
を
示
す
も
の
で 

は
な
く
、
戶
主
た
る
者
の
•
內
の
不
具
者
o'

數
な
の
で
'
あ
る
。
從
っ
て
紀
州
の
場 

合
、「

家j

と

「

人」

と
は
混
用
さ
れ
て
は
い
る
が
、.
後
者
が

r

家」

の
戶
主
を 

示
す
と
こ
ろ
か
ら
結
局
は「

ま」

を
單
位
と
す
る
捉
え
方
で
あ
：っ
た
事
が
判 

る
o'

故
に
賦
役
の
負
擔
は
嚴
密
に
は
對
人
的
で
は
な
く
て
、1
對
家
的
に
定
め
ら 

れ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、
賦
役
負
擔
能
力
の
測
定
が
、
 

屋
敷
地
の
名
請
人
た
る
事
を
最
低
の
十
分
條
件
と
し
て
、
從
つ
て
檢
地
と
同
時 

に
施
行
さ
れ
且
っ
同
一
の
帳
面
に
記
載
さ
れ
る
可
i

を
持
っ
た
。
初
期
に
お 

い
て
は
人
別
改
よ
り
は
家
改
が
一
般
的
に
見
ら
れ
る
の
も
こ
の
よ
う
な
理
由
に 

よ
る
。
し
が
し
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
は
負
擔
能
力
を
正
■?
!
に
は
示
さ
な
い
し
、
 

そ
の
目
的
に
は
極
め
て
不
完
全
な
も
の
•

で
あ
る
。
そ
こ
で
家
改
を
合
目
的
的
に 

徹
底
し
た
人
別
改
が
if
f

泳
れ
、
年
齡
に
よ
る
賦
役
負
擔
能
力
者
數
の
算
定
が
行 

わ
れ
る
よ
う
に
な
る
場
合
も
あ
る
。

.

し
か
し
紀
州
の
場
合
そ
の
樣
な
傾
向
は
見
出
さ
れ
な
い
。
む
し
ろ
賦
役
負
擔 

の
實
際
は
異
っ
た
方
向
へ
.
進
ん
だ
。
慶
長
六
年
、
淺
野
氏
が
檢
地
と
並
ん
で
こ 

の
よ
う
な
賦
役
負
擔
能
力
の
測
定
を
行
っ
た
の
は
、
賦
役
の
實
際
上
の
必
要
に 

應
じ
て
か
、
或
い
は
そ
れ
を
感
じ
て
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
事
は
、
賦 

役
の
主
と
し
て
投
ぜ
ら
れ
る
戰
爭
、
具
體
的
に
は
慶
長
三
年
に
漸
く
終
了
し
た 

朝
鮮
役
、
五
年
の
關
ヵ
原
役
等
が
そ
れ
量
く
な
い
時
の
事
件
で
あ
っ
た
事
か 

ら
當
然
歸
結
さ
れ
る
事
柄
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
實
に
は
、
關
カ
原
役
を
^

つ

て
：
'
;、.
.
.ぐ
；n
: H

學

，

興* .

四
。
^

^
 

V へ'
:■
.:
,

:::
;
:
:

に
反
映
さ
れ
る
。,從
つ
て
、.檢
地
帳
上
の
田
畑
の
名
請
め
上
に
も
反
映
は
ず
る

:

;
と
0
混

用

に

：も

見

出

さ

れ

^-
。

が
、
へ
そ
れ
は
實
質
的
に
そ
ぅ
な
る
の
で
あ
つ
て
、
制
度
的
に
規
定
さ
れ
た
も
の

■

數
の
，內
譯
でゼ
る
が
、
通
例
；

「
.

人」

.
と
し
て
示
さ
れ
る
場
合
も
ぁ
る
0
;

1

て
一
應
國
內
戰
は
終
了
し
、
又
秀
吉
の
死
狡
と
共
に
外
征
も
解
消
し
た
。
從
っ 

て
領
主
は
實
際
上
賦
役
徴
發
を
行
ぅ
理
由
を
失
っ
た
の
で
あ
，る
。
こ
の
事
は
、
 

賦
役
負
擔
能
力
を
、
村
に
お
け
る
抽
象
化
さ
れ
た
數
と
し
て
算
定
し
た
事
と
相 

互
に
規
定
し
合
っ
て
そ
の
數
を
あ
た
か
も
土
地
生
產
カ=

村
高
と
同
じ
機
に
、
 

二
っ
の
規
準
と
な
し
、

一
定
牵
の
現
物
、
貨
幣
を
以
つ
て
代
納
す
る
方
向
へ
と 

，進
ま
し
め
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
加
子
役
の
米f

g

に
っ
い
て
、
慶
長
十
六 

年

(

一
六1

1
)

に
：お
け
る
次
の
如
き
興
味
深
い
吏
料
を
見
出
し
得
る
。

「

慶
長
十
六
年
八
月
十
，八
日

加
太
浦
よ
り
錦
浦
迄
加
子
米
究
帳 

一
、
'
三
十
七
人 

衣
奈
浦 

.

此
^

㈣

十
四
石
日
ヰ 

納

升
;

二
、
八
人 

橫

濱

浦
.

:

此
米
九
石
六
斗
' 

同
斷 

.

一
、
十
人 

網

代

浦
_

一
、
八
十
四
人

(

I

XI
P

ノ
十
人)

.

.
比
井
浦 

.

此

米

百

石

八

斗

_ 

同
斷
.

加
太
浦
よ
り
比
井
浦
迄 

'
 

含

ー

千

ニ

十

七

入

有

加

子
 

，

納
升
米
合
一
ー
キ
四
百
三
十
ニ
石
四
斗
. 

•

■

但

ー

人

に

付

一

石

ニ

斗

，

.

'

慶
長
十
六
年
八
月
十
八
日，

植
木
小
右
衛
門
：

：

• 

 ̂

•
 

.
 

..
 

,

'

日
高
よ
り
錦
迄
の
加
子
米：

.ゝ

.
,

近
忡
初
期
の
檢
地
と
本
西
姓
身
分
の
形
成

一
、
五
十
人

(

先
高
四
十
人)

■
此
米
六
十
石 

一
、
.
十

人

柴

十

ニ

石
‘

一
、
六
十
七
人

(

先
高
四
十
人)

 

与
四
十
人
.
.
.北
.
.

そ
の
よ
し
原 

.

納
升 

.

卜
名
渥
浦 

.
同
斷

.

內
ー
.

ー
十
七
人
«

.

.

削
鹽
昆
浦
.

.

.

.

.

.
此
米
八
十
石
四
斗 

v

t

 :

同

斷

：

.

一
、
百
ニ
十
五
人
.(

先
高
百
十
人)

一
印
南
浦

.

此
米
百
五
十
石
•■
:

.

.

同

斷

.

一
、.
一
：
一

十

七

人

バ

先

高

ー

：
ー

±.

ー.ー人>
:
南部浦
 

.
此

米

三

士

一

石

四

斗

 

同

斷
-
 

比

井

ょ

り

錦

迄
'

：

.
，
:

.

合
千
九
百
六
十
八
人
半
.

有
加
子 

納
升
米
合1

4
$

一一.百

六

十一;

一
石
ニ
斗 

.

但
ー
入
に
付
ー
石
ニ
斗 

慶
長
土
ハ
年
八
月
十
六
日 

植
木
小
右
衞
門 

有
加
子
之
分
. 

、
 

ニ
ロ
合
|
1
ー
午
九
百
九
十
五
人
半
.

有
米
納
升

一
：
一

口

合

四

千

七

苗

九

十

四

石

六

斗

一 

'.

但
ー
人
一
石
ニ
斗
宛
：
'

:

キメ 

‘ 

」

こ
の
史
料
は
各
村
に
對
す
る
加
子
役
のg

帳

で

あ

る

。
そ
し
て
そ
の
賦
課
：
 

が
、
各
村
；ハ
浦
ゲ
め
加
子
數
を
靡
位
と
し
、
，こ
れ
に
这
人
當
り
ー
石
ニ
斗
と
い 

ツ
ぅ
換
算
を
し
て
米
の
石
高
で
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
扣
は
双
帳
で
あ
る
か
ら
實
際

七

(
1

五
三)



に
す
ベ
て
米
納
し
た
か
否
か
は
知
り
得
な
い
が
、慶
長
檢
地
以
後
十
年
に
し
て
、 

役
負
擔
が
議
に：

は
現
物
納
化
す
る
可
能
挫
の
あ
：つ
た
事
を
示
，す
の
で
あ
る

。
,

 

更
ー
に.又
.こ
_

幣
納
化
へ〕

の
方
向
も
あ
：っ
た
事
は
、.

1R

和
一R

年

一 

六一

五
：

>

の
淺
野
氏
定
書
の
規
定
に
も
見
出
さ
れ
る
の
で
.あ
る
。
，便
宜
上
全
文
を
.擧
げ

る 
o
f
.
:
.

':
-

'

.

•

「

：.：
'
定：.

:

'

•

 

'

'

1

和
哥
山
よ
り
熊
野
す
ち
伊
勢
さ
か

ひ

ま

て

を
べ
り
船
申
付
印
判
路
次
筋
の 

'

.

も
の
見
し
り
行
た
め
.
に
遣
置
候
間
、
印
判
往
之
と
#|
候

共

所

々

の

も

の

に
 

'

見
せ
！

f

申

候

は

遂

船

ー

切

出

間

敷

候

、
.田

邊

新

宮

も

救

之

印

判

し

ら

帋

ニ 

'

を
し
、.
そ
れ
に
！！符
候
て
遣
置
候
條
和
哥
山
熊
野
上
下
共
二
印
判
無
之
に
-
 

.

.

.船
出
し
候
は
其
出
候
船
主
加
子
は
た
も
の
に
か
く
へ
く
候
、
右
之
印
判
於 

有
之
者
夜
中
に
よ
ら
す
可
被
出
候
、
少
も
汕
斷
仕
に
，を
ゐ
て
は
所
之
芘
屋 

'
可
爲
曲
事
事

一
我
等
留
守
之
時
は
左
衞
門
佐
右
近
大
夫
印
判
に
て
町
邊
可
仕
事

''

:

一
双̂

㈣

^

矶
そ
ん
す
る
^

を
^

者
^

^

に
て
^

ま
可
仕
㈣

、
，自
が
W

此
旨 

'
荷
物
以
下
少
成
共
取
ち
ら
し
候
は
以
来
聞
出
し
次
第
其
者
之
儀
は
不
及
申 

'

」

所
之
肝
煎
可
被
成
I

 

.

一
 

和
哥3

熊
野
上
下
之
路
次
に：

て
非
分
之
儀
申
も
の
在
之
候
は
ぅ
け
引
仕
間 

.

敷
候
、
と
.

X

力
ざ
る
も
の
有
之
に
を
い
て
ハ
を
さ
'

へ
.置

和

哥

山

田

邊

新

宮 

‘

其
年
寄
作
官
方
へ
可
申
馨 

、
一
加
子
米
之
銀
子
す
さ
見
よ
り
に
し
き
迄
之
間
新
宮
に
て
葙
近
大
夫
如
定
候
：
 

新
宮
に
か
ね
か
け
に
判
を
さ
せ
出
し
可
申
候
、
若
米
に
て
出
し
度
と
申
も
.1 

.

の
有
之
は
米
に
て
出
し
可
申
候
事 

一.
と
こ
錢
之
餒
百
文
ノ
代-

I

銀
子
貳
匁
宛
か
ね
か
け
ニ
判
を
さ
せ
出
し
可
申

r 

.

.

. 

(

'■
;

■
■• 

. 

、. 

•

:

-

七

四

2

五
四)

へ
':
:
:
:
.
—

 

、

.

:■
;

—

江
戶
駿
河
其
外
い,

が
た
へ
加
子
遺
候
共i

行
之
手
形
を
取
候
て
加
子 

.'
•

米
ニ
次
可
®

#

、
-
-
' 

> 
■ 

*
.■ 

 ̂

^

,
.
1

船
並
加
子
申
付
候
_

有
之
溝
右
之
印
判
可
遺
候
間
.判
印
無
之
に
お
い
て
申 

付
候
は
其
者
之
镲
は
不
及
_

所
之
庄
.
屋

可

爲

曲

事
■■ 

1

け
む
り
役
之
儀
壹
錢
も
出
し
申
間
歡
候
、
忽
而
加
子
米
之
舛
は
何
ニ
て
も 

.

出

間

敷

候

、

自

然

所

之

も

の

奉

行

と

.一

所

ニ

成

候

は

非

分

之

事

ニ

て

本

人 

V
之
儀
は
.
不
及
i

屋
共
可
爲
曲
事
：

右

堅
可
相
守
所
如
件
,
.

/

元

和

ー

靟

十

：
一

月

十

一

日

. 

'

長

.

.

，
蘇

,

'
 

:
•」 

.

右
文
書
か
ら
.
知
る
限
り
.、
'沿
岸
村
落
に
お
け
る
加
子
役
の
重
要
性
が
大
き
か 

づ
た
事
、.
そ
し
て
こ
の
時
期
に
は
旣
に
そ
の
現
物
納
或
い
.

は

®

幣

納

の

傾

向

す

.

ら
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
又
實
際
に
加
子
役
を
徵
發
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ 

の
分
を
米
納
す
べ
き
加
子
米
か
ら
差
引
く
事
を
定
め
て
い
る
の
で
あ
.
る
。

又
、
場
所
を
異
に
す
る
が
、.
.
近
く
の
志
摩
に
お
い
て
も
1

に
こ
の
時
期
に 

§

-?
%

(

水
主
役)

.

の
米
納
化
の
事
實
を
窺
.
い
得
る
。
-こ
れ
に
つ
い
て
ば
旣
に 

別
稿
で
，述
べ
た
が
、
九
鬼
大
隅
守
の
時
代
に「

水
主
多
ク
被
召
速
百
姓
共
迷
惑 

仕
候
ニ
付
、
水
主
米
と
申
米
差
上
グ
^

候
而
水
主
遣
御
赦
免」

に
な
つ
た
と
言 

わ
れ
て
い
る
。
九
鬼
大
隅
守
は
戰
國
の
武
將
で
あ
り
、
加
子
を
多
く
使
役
し
た 

の
は
恐
ら
く
は
朝
鮮
遠
征
の
時
の
事
と
思
わ
れ
る
。

'

こ
れ
ら
の
諸
史
料
か
ら
、
沿
岸
村
に
お
け
る
主
要
賦
役
で
あ
つ
た
加
子
役
の 

重
^

^

1

と
'
そ
.
の
賦
課
に
お
け
る
變
化
の
方
向
を
見
掛
0

得
た
。
し
が
し
、
第

1

 

に
擧
げ
た
慶
長
十
六
年
の
.紀
州
各
浦
に
對
す
る
加
子
米
の
究
帳
に
は
な
お
多
く 

の
0

を
殘
し
て
い
る
。
ま
ず
第
一
は
、
各
村
の
加
子
人
敷
が
何
か
と
言
う
事

が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
直
ち
に
慶
長
六
年
の
檢
地
帳
に
記 

載
さ
れ
た
各
村
の
役
負
擔
卷
n

初
期
本
西
姓
の
數
と
な
す
事
は
聊
か
早
計
に
失 

す
る
。
殘
念
な
が
ら
こ
の
史
料
が
日
高
郡
沿
^
村
の
內
譯
を
記
す
の
み
で
あ
る 

の
で
兩
者
の
關
係
は
斷
定
し
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
少
く
も
次
の
事
か
ら
、
こ 

■
の
史
料
に
現
わ
れ
た
加
子
人
數
は
、
慶
長
六
年
か
ら
十
六
年
迄
の
間
に
行
わ
れ 

た
別
個
の
調
避
に
ょ
る
も
の
で
あ
る
事
を
想
定
さ
せ
る
。

先
ず
、
比
井
浦
等
五
力
村
に
.
み
ら
れ
る
先
高
何
人
、
或
い
：は
前
改
帳
何
人
と 

言
ぅ
記
載
で
あ
る
。
こ
れ
が
慶
長
十
六
年
以
前
の
調
赉
に
ょ
る
數
値
で
あ
る
事 

は
明
ら
か
で
あ
る
が
、.
.そ
れ
が
慶
長
六
年
の
檢
地
を
指
す
も
の
か
、
或
い
.は
牟 

婁
鄱
檢
地
帳
に
も
見
ら
れ
た
先
高
、
前
之
高
等
の
記
載
と
關
連
を
有
す
る
も
の 

■

か
に
っ
い
て
決
定
的
な
解
答
は
保
留
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
.
第
二
は
、「

半」

に
づ
い 

ベ
の
記
載
で
あ
る
。
牟
集
挪
檢
地
帳
の
.原
本
に
は
初
期
本
百
姓
は
す
べ
て
役
人 

で
あ
り
、
半
^

!

な
る
も
の
は
見
出
さ
れ
な
い
。
し
か
し
紀
州
に
お
い
て
、
そ
の 

後
本
役
.

平
役
.

_

1

|

,の
^

^

^

成
が
成
立
‘
し
、.
漁
村
に
お
い
て
.は
•
加
子
米

. 

の
負
擔
が
そ
の
規
定
と
な
づ
て
い
た
。
從
つ
て
何
年
か
に
は
本
役
に
對
す
る
半 

役
が
成
立
し
た
事
は
確
實
で
あ
.
る
が
、
そ
れ
が
慶
長
檢
地
帳
に
迄
は
遡
り
得
な 

い
事
ば
、
檢
地
帳
の
駘
於
に
は
半
役
に
關
す
る
記
載
を
一
切
缺
く
事
か
ら
推
擦 

し
得
る
の
で
あ
る
.。.
こ
こ
に
便
本
と
斷
つ
た
の
は
幕
來
の
寫
本
で
あ
る
小
船
村 

(

九
〇〕

の
場
合
、
家
數
一
一
十
三
好
の
内
譯
と
し
て
、
.
本
役
十
三
軒
、
皮
屋
ぁ
る 

き
二
軒
、
寺
一
軒
、
半
役
七
軒
と
あ
り
、
半
役
の
存
在
を
認
め
得
る
'如
き
記
載 

を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
■

こ
れ
は
他
に
：見
ら
れ
ぬ
酐
の
使
用
か
ら
見
て
も
、
又 

同

じ

檢

地

役

人

(

佐
々
理
右
衞
門)

.の
行
っ
た
他
の
檢
地
帳
に
は
全
く
見
ち
れ 

な
い
事
か
ら
、
.

こ
れ
は
寫
本
と
.
し
て
の
記
載
で
あ
つ
.て
、
：.原
本
に
は
書
か
れ
.な
；
 

か
っ
た
も
の
と
见
る
べ
き
で
あ
る
。
從
っ
て
、
慶
長
檢
地
帳
で
は
半
役
は
な
か

近
世
初
期
の
檢
地
と
本
百
姓
身
分
の
形
成

つ
た
も
の
と
み
ら
れ
石
以
上
、.
慶
長
十
六
年
の
史
料
に
半
の
記
載
の
見
出
さ
れ 

る
事
は
、
そ
こ
に
記
載
さ
れ
た
加
子
人
數
が
慶
長
六
年
の
檢
地
帳
に
よ
る
調
迤 

に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
後
別
個
に
な
さ
れ
た
調
査
に
よ
る
も
の
と
考 

え
ら
れ
る
譯
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
第
一
の
先
高
、
或
い
は
前
之
改
が
慶
長
六 

年
の
檢
地
帳
令
指
す
と
も
考
え
ら
れ
て
來
る
。

'

第
三
は
、
日
高
郡
の
村
々
の
內
名
屋
浦
に
お
け
る
慶
長
六
年
の
檢
地
帳
の
宋 

尾
^

^

_

が
明
ら
か
で
あ
る
處
か
ら
、
兩
年
の
役
人
數
を
比
較
し
て
み
る
事
が 

で
き
る
。
記
載
は
次
の
如
く
で
.
あ
る
。

家
數
贰
拾
壹
間 

.

'

貳

家

寺

道

場

：

,.
.
贰
家 

压
屋

.:

貳

家

、
へ
や
ぐ

.

六
家
：
.

■

下
人 

'

殘
i

入

丨

：
.

役
人 

,

，卽
ち
こ
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
役
の
負
擔
者
は
九
人
で
あ
り
、
.
十
年
後
の
究
帳
の 

名
屋
浦
十
人
と
い
う
記
載
と
：；一：人
の
差
を
生
ず
る
。
こ
れ
が
そ
れ
程
か
け
離
れ 

た
數
字
で
な
い
處
か
ら
、.
雨
年
の
間
に
役
人
敷
の
調
迤
が
行
わ
れ
た
と
す
る
見 

方
を
有
力
な
ら
し
め
る
の
.
で
あ
る
。

こ
'

の
よ
う
に
，"
役
"

負
擔
諸
の
數
は
、
決
し
て
慶
長
六
年
の
檢
地
帳
に
よ
つ 

て

固

定

さ

れ

た

も

の

で

は

な

が

：つ
：た

:,
0

む
し
A

そ
の
數
を
增
加
さ
せ
、
負
擔
能 

力
を
よ
り
正
確
に
捉
え
る
た
：め
に
は
、
領
主
は
®

々

調

迤

を

行

う

、必

要

が

：あ
づ 

.
た
'0

し
か
し
そ
の
際
と
雖
'%

、
慶
長
檢
地
#

に
見
ら
れ
る
屋
敷
地
の
.數
と
の
關 

係
は
變
ら
な
が
つ
た
P

一
 

た
と
え
ば
次
の
如
^

史
料
は
こ
の
事
を
物
語
つ
て
‘い 

る 
0 

: 

■
. 

.

.

•

七

五

(

一
五
五)
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七

六

a

五
六)

-
f
-
I 

v
.
r

し
て
い
る
。

T
n
>
.

•

一
こ
の
ょ
ぅ
に
初
期
本
百
姓
は
檢
地
帳
に
示
さ
れ
る
名
請
人
ャ
も
な
く
、
又
屋

V'

ソ
三
田
事
會
雜
讅:v
'm

.「
日
高
郡
名
屋
&
加
子
役
來
拾
戴
衙
分
申
ノ
年
大
水
に
家
屋
數
衣
殘
流
睽
に
.仗 

.
而
西
姓
共
那
屋
村
に
居
主
不
罷
成
同
郡
菌
村
へ
參
小
屋
掛
仕
御
訴
訟
申
上
候 

付
而
右
之
加
子
役
拾
贰
石
分
！̂
免
被
成
候
、
然
共
何
方
を
も
見
立
新
田.な
.

 

ど
も
可
開
發
1

有
之
者
此
方
へ
申
理
在
所
迄
も
取
立
候
樣
に
可
仕
候
已
上 

.元
和
七
年
陧 

./

彥

九

兵

衞

御

判
‘

 

七
月
廿
七
日 

安

罾

刀

水
出
，雲御判
 

.

那
屋
村
百
姓
中
..

.J

 

.こ

.れ
に
ょ
っ
て
、
流
失
し
た
こ
の
村
の
全
屋
敷
地
が
加
子
役
米
ヤ
n

s'
分
で 

あ
っ
た
事
、
そ
し
て
屋
敷
地
の
喪
失
が
加
子
役
の
免
除
と
直
接
結
び
っ
.い
て
い 

た
事
が
判
る
。
先
に
見
た
樣
に
慶
長
十
六
年
に
お
け
る
こ
の
村
の
加
子
米
は
ナ 

一
一
石
、
人
數
は
十
人
で
あ
っ
た
か
ら
、
元
和
七
年
に
至
る
十
年
間
に
變
化
を
み 

な
か
'

つ
た
と
1

0

え
る
。

•

再
び
，檢
地
帳
に
属
ろ
う
。
今
迄
述
べ
て
來
た
ょ
う
に
、
役
負
擔
が
、
周
園
の
.
 

狀
勢
か
ら
直
ち
に
米
納
、
貨
幣
納
化
さ
れ
る
傾
向
を
持
ち
、」

又
そ
の
規
準
と
な
.
 

る
ベ
き
加
チ
人
數
の
調
迤
が
改
め
ら
れ
た
と
は
言
ぇ
、
慶
長
六
年
の
檢
地
帳
に 

み
ら
れ
る
本
苗
姓
身
分
の
設
定
が
何
を
目
際
と
し
た
も
の
か
は
最
早
明
白
と
な 

っ
た
。.
£

地
に
對
し
て
は
村
高
が
設
定
さ
れ
そ
れ
と
並
.ん
で
農
民
に
對
し
て
は 

役
負
I

と
し
て
の
本
百
姓
數
の
設
定
が
行
わ
れ
た
。
從
っ
て「

村」

の
數
的 

表
現
は
單
に
村
高
の
み
で
は
な
く
苗
姓
數
と
し
て
も
と
ら
れ
て
い
る
ー
野
口
村 

(

五
〇)

の
檢
地
帳
.
に
、.「

先
高
册
豐
石
一
斗
五
升
佐
渡
村
へ
入
、
又
三
石
と
}

i

 

姓
威
人
神
ノ
山
村
へ
入
也
、
合
册
四
石
一
斗
五
升
兩
村
ニ
久」

'(

傍
點
引
用
者)

 

と
言
う
記
載
の
見
出
さ
れ
る
_

は
、
檢
地
に
際
し
て
村
域
の
變
更
が
行
わ
れ
た 

場
合
、
移
動
す
る
の
は
钳
に
高
の
み
で
は
が
く
、
百
姓
數
も
含
ま
れ
た
事
を
示

敷
地
の
名
請
^

^

嗜

.%

な
い
た
め
、
..

そ
の
數
は
少
い
の
で
、あ
良
旣
に
第
ニ 

表
で
み
た
^
く
、
檢
地
帳
.
の
全
£

BP
9

人

の

內

、

五

^

^

至

六

割

が

屋

敷

地

の

名
 

請
人
と
し
て
登
錄
さ
れ
て
い
.る
事
が
判
明
し
た
。|

初
期
本
百
姓
は
こ
の
屋
敷
地 

名
請
人
の
內
更
に
賦
役
の
非
負
攛
者
を
除
い
た
殘
り
で
あ
^

第

虞

：の
內
、
 

明

確

に

初

期

本

百

姓

の

數

を

示

す

村

を

合

計

す

れ

ば

、

嫁

數

總

數

一

八

--
*
五
に 

對
し
、
そ
の
數
は
八
八
四
で4

め
り
五
割
以
下
と
な
る
°
從
っ
て
總
じ
て
檢
地
帳 

の
名
請
人
の
內
、
：初
期
本
百
姓
は
三
割
以
下
に
す
ぎ
な
い
。
彼
等
は
屋
敷
地
の 

所
持
者
で
あ
り
、
夂
實
質
的
に
は
隸
屬
農
民
で
は
な
か
っ
た
か
ら
田
畑
に
っ
い 

て
も
所
持
す
る
場
合
が
殆
ん
ど
.
で
あ
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
彼
等
に
所
謂 

高
持
百
姓
た
る
資
格
を
興
え
る
事
は
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
本
百
姓
身
分
の
.
 

最
終
的
決
定
.
は
そ
ぅ
言
つ
た
:8

ぼ
と
は
他
1

係
で
あ
っ
た
か
ら
、
初
期
本
百
姓 

=

富
持
百
姓
と
言
ぅ
關
係
は
當
然
否
定
さ

れ
る
事
に
な
る
。
M-
-f
f

i

の
硏
究
が
示 

す
如
く
、
そ
れ
は
全
く
の
社
會
的
身
分
で
あ
っ
て
、
後
の
持
高
に
ょ
っ
て
支
え 

ら
れ
た
本
百
姓

(

以

下
-̂
-1
«

:

本
苗
姓
と
.
稱
す
る)

：
と
は
全
く
異
る
內
容
の
も
の 

で
あ
る
事
を
强
調
し
た
い
。
\

;

;

(

註
一)

こ
れ
ら
の
賦
役
の
諸
形
態
に
っ
い
て
は
、
中
村
吉
治『

近
世
初
期
農

政
史
硏
究』

六
〇
5

以
下
參
照
。

\

 

.

(

註
ニ)

/

東
京
大
學
史
料
編
籮
所
編『

肥
後
藩
人
畜
改
帳』

，全
五
册(

大
日
本 

.

近
世
史
料)

。

•

(

註
■
三)

.

こ
れ
に
っ
い
て
は
近
く
所
三
男
氏
の

「

近
世
初
期
の
百
姓
本
役

」

が 

發
表
さ
れ
る
豫
定
で
あ
る
と
聞
く

。

.

(

註
四)

林
次
郎
右
衞
門
の
場
合
、
家
數
の
內
譯
は
檢
地
帳
の
末
尾
に
記
さ
れ 

ず
、.
表
紙
に
#

か
れ
.て
い
る
點
が
他
と
異
る
。

£

五)

た
と
え
ば
植
田
三
介
の
行
っ
た
撿
地
帳
は
家
數
內
譯
を
最
も
簡
單
に 

記
す
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
屋
敷
地
の
名
請
人
を
み
る
と
、

-M

山
村
.(

一
 

八)

の
場
合
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

T

甚
六
郎
、
新
九
郞
後
家
、
左
衞
門
ニ
郎
お
じ
、
才
六
、甚
九
郎
、伊
勢
や 

の
う
ば
、
彌
七
郎
、.
.
小
三
郎
失
人
、
源
十
郎
後
家
、
源
左
衞
！
：、
才
ニ
郎
、
 

ほ
う
せ
ん
庵
、
三
藏
後
家
、
®

左
衞
門
、
兵
部
、
彥
三
郎
後
家
、
齑
八
郎
、
 

.庄
屋
装
介」

我
/,

は
こ
、
か
ら
こ
の
村
の
家
數
を
、.「

家
，數

合

十

八

間

、
內

庄

屋

I.

間 

寺
一

間
、
後
家
四
間
、
う
ば
一
間
、
お
じ
一

間
、
失
人
明
犀
敷
一
間
、
殘
り 

役
人
九
間

」

と
算
定
し
得
る
の
で
あ
る
。

(

註
六)

公
事
役
家
に
っ
い
て
は
永
岛
福
太
郞
氏
の「

公
事
家
考——

『

家』 

を
中
心
と
す
る
村
落

構
造
の
一
硏
究」

£

學
雜
亂
六
三
ノ
三
所
收)

.

參
照
。

.

同
氏
の
考
察
の
對
象
と
な
っ
た
の
は
、
紀
州

1

大
和
等
の
山
間
部
で
あ
る
事 

は
興
味
深
い
。
氏
は

「

公
事
家
と
い
ふ

」

名
稱
に

あ
ま
り

捉
は
れ
る
必
要
は
な 

い」

と
さ
れ
、

‘

單
に
名
稱
と
し
て
殘
つ
た
靡
と
、
實
質
的
な
內
容
と
を
區
別 

す
る
必
要
を
說
か
れ
る
が
、筆
者
も
同
感
で
あ
る
。
從
つ
て
、

近
.世
初
期
本 

西
姓
を
そ
の
名
稱
か
ら
中
世
公
康
役
家
の
延
長
と
し
て
考
え
る
泰
は
で
き
な 

い
.

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ぐ
を
規
定
す
る
條
件

.や
、
賦
役
內
容
を
考
察
し
、
.兩 

者
の
關
連——

或
い
は
非
關
連
を
明
ら
か
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

(

註
七)

た
と
え
ば
肥
後
藩
の
寬
永
十
年
人
齊
改
帳
、
阿
浓
藩
の
#
附
帳
を
み 

ょ
。

.

.

.
:

(

註
八
}

,『

和
歌
山
縣
日
高
郡
誌』

六
六
八
丨
九
員
所
收
。
な
お
，こ
れ
，が
.日
高
郡 

近
世
初
期
の
検
地
と
本
百
姓
身
分
？'
形

成

‘

.

關
係
の

1

部
の
み
の
拔
書

.
で
あ
る
の
か
、.
又
史
料
原
本
が
旣
に
拔
萃
し
た
も 

の
で
あ
る
の
か
：は
不
明
で
あ
る
。

(

註
九)

三
重
縣
熊
野
市

(

舊
南
牟
宴
郡
木
本
町)
市
役
所
所
蔵
文
書
。

(

註
一
〇)

.

拙
槁
•「

村
明
細
帳
を
通
じ
て
み
た
近
世
中
期
の
一
漁
村―

志
摩 

.

國
英
虞
郡
船
越
村)

(

三
：田
學
會
雑
誌
第
四
十
七
卷
第
：七
號
所
收
>

(

註
一
一)

こ
れ
に
つ
い
て
は
別
の
機
會
に
詳
し
く
述
べ
る
豫
定
で
あ
る
が

、

. 

一
例
を
擧
げ
れ
ば
：牟
班
郡
須
賀
利
浦
の
文
化
年
間
の
加
子
米
割
'帳
を
み
る 

と
、

一
戶
當
り
の
加
子
銀
負
擔
額
は
、

.

ー
年
に
つ
き
本
役
十
五
奴
、
半
役
七 

.

奴
五
分
、

一

一

分

半

役

三

匁

.
七

分
五
厘
と
办
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(

註
—-

ニ)

淼
豸
，カ
.

郞
編
'『

紀
州
文
献
日
高
近
世
电
料

』

所
收
の

「

名
屋
浦
鑑

」 

よ
り
'0
な
お
こ
の
史
料
は
編
者
に

よ
れ
ば
名

屋

浦

庄

屋

の

代

々

.の
記
錄
で
あ 

る
か
ら
、

檢
地
帳
原
本
の
そ
の
ま
、

の
■記
載
で
あ
る

か
否
か
に
つ
い
.て
は
そ 

.の

點
を
考
慮
す
べ
き
.
で
あ
ろ
ぅ
。
檢
地
役
人
は
多
胡
助
左
衞
門
で
あ
つ
た
。
 

(

註 

一
士
ー
，

)

.、
：前揭
蒈
所
收
前
揭
史
料
よ
り
。
な
お
元
和
七
年
ビ
旣
に
淺
野
氏
廣 

島
移
封
の

後
で
あ
り
、：
領
-主
.は
德
川
‘

賴
宜
に
な
つ
て
い
た
事
に
留
意
す
、、へき 

で
あ
る
。 

：

六

結
.語——

近
世
初
期
に
お
け
る
領
主
と
農
民
：

.

⑷

上
の
考
察
を
通
じ
て
、
慶
長
六
年
.の
、紀
州
檢
地
帳
か
ら
引
き
出
し
得
る
結 

論
ば
大
約
次
の
如
く
で
ぁ
今
‘

こ
の
檢
地
ば
、
領
主
で
あ
る
淺
野
氏
の
紀
州
入
_

國

直

後

に

施

行

さ

れ

：、

近

^

大

名

と

し

て

の
到

，
P

「

哨
^

^

礎

と

な

、
つ

た
の 

一
で
あ
る
。

領
主
0-

把
1

^

^

し
た
の

I
.

 

一
 
W

各

村

め

生 

.

產
カ
の
測
定
、.
そ
の
一
村
毎
の
量
的
表
現
で
あ
る
處
の
村
高
に
あ
つ
た
。
そ
し
、
 

て
、
.

そ
れ
ぞ
れ
め
耕
地
に
對
す
る
農
民
の
權
利
關
係
は
、：

：

檢
地
帳
上
で
は
從
來

七

七

ペ

ー

五
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三
田
學
會
雜
誌
第
四
十
九
卷
第
二
號

の
重
疊
的
な
職
權
を
廢
し
て
一
耕
地
一
作
人
の
原
則
を
貫
徹
せ
し
め
た
か
に
見 

え
る
。
こ
の
事
は
紀
：

I;

檢
地
帳
に
分
附
記
載
が
一
切
見
ら
れ
な
い
事
か
ら
も

推 

測
し
得
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
、
各
耕
地
の
名
請
人
が
正
確
に
そ
の
作 

人
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
と
言
え
ば
、
こ
れ
に
っ
い
て
の
解
答
は
保
留
せ
ね
ば 

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
名
請
人
を
す
べ
て
獨
立
の
、
或
い
は
獨
立 

し
つ
つ
あ
る
家
族
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
數
は
非
常
に
多
く
な
り
、
屋 

敷
地
の
數=

家

數

(

領
主
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
た〕

の
二
倍
に
達
す
る
。
從
っ 

て
そ
の
中
に
は
獨
立
せ
ざ
る
家
族
や
' 

同
一
家
族
の
異
稱
が
含
ま
れ
て
い
る
の 

で
は
な
い
か
と
言
う
疑
問
さ
え
も
惹
き
起
さ
せ
る
の
で
あ
る
が
、
何
れ
に
せ
よ 

慶
長
期
に
お
け
る
村
落
內
部
の
家
族
構
成
が
不
明
で
あ
る
限
り
こ
れ
ら
は
推
測 

の
域
を
睨
し
な
い
。
し
か
し
こ
の
樣
に
田
畑
の
名
請
關
係
に
不
明
確
な
黯
を
殘 

す
の
は
、
領
主
に
よ
る
田
畑
の
土
地
生
産
力
の
把
握
が
、
村
高
の
檢
出
に
置
か 

れ
、
各
農
民
の
持
高
な
る
も
の
の
檢
出
を
直
接
の
目
的
と
は
し
て
い
な
か
っ
た 

事
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
限
り
、
本
来
の
檢
地
帳
は
領
主—

(

村
高

)

I

 

村
の
系
列
に
お
け
る
史
料
で
あ
り
、
村
1

(

持
高)

I

農
民
の
系
列
に
置
か
れ 

る
名
寄
帳
と
は
異
る
も
の
で
あ
る
事
を
確
認
し
得
る
。
領
主
は
村
高
に
勤
し
、
 

一
定
率
の
租
額
を
賦
課
す
る
が
、
檢
地
帳
の
名
請
人
に
對
し
、
名
請
さ
れ
た
土 

地
に
對
し
直
接
に
貢
租
を
賦
課
し
な
か
っ
た
。
從
っ
て
、
極
端
に
言
え
ぱ
、
名 

請
人
の
何
た
る
か
は
領
主
の
關
知
す
る
處
で
は
な
か
っ
た
と
さ
え
も
な
し
得 

る
。
し
か
し
、

こ
れ
も
亦
妥
當
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
若
し
然
り
と
す
れ 

ば
何
故
各
筆
毎
の
名
請
を
記
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
そ
の
理
由
を
失
う 

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
問
題
の
決
定
は
今
後
に
お
け
る
各
地
の
實
證
的
研
究
が
進 

ん
だ
後
に
下
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
て
領
主
の
把
握
せ
ん
と
し
た
第
二
の
對
象
は
賦
双
員
擔
能
力
で
あ
っ
た
。

七

八

(

一
五
八)

こ
れ
は
屋
敷
地
の
名

請
人

を

「

家」

と
し
て
認
定
し
、
こ
の
中
か
ら
直
接
賦
役 

關
係
に
立
ち
得
_
る

者

を「

本
百
姓」

と
し
て
規
定
し
、
そ
の
敷
を
も
っ
て
負
擔 

能
力
と
斷
定
す
る
事
に
よ
っ
て
算
定
さ
れ
た
。
紀
州
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
檢 

地
と
並
行
し
て
算
定
さ
れ
、
同
じ
檢
地
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
黯
に
特
徵
を
有 

す
る
。

と
言
う
の
も
、
屋
敷
地
を
高

請
地
と
し
、
こ
れ
を
も
村
高
に
編
入
し
た 

た
め
' 

兩
者
は
一
っ
の
過
程
に
お
い
て
施
行
さ
れ
る
可
能
性
を
持
っ
た
か
ら
で 

あ
る
。
そ
し
て
第
一
の
目
的
に
對

し
て
は
S

5

が
釾
應

し
た
の
と
同
樣
な 

意
味
で
、
第
二
の
目
的
に
對

し
て
は「

本
百
姓
敷」

が
對
應
し
た
。

以
上
檢
地
帳
を
通
じ
て
こ
の
檢
地
の
本
質
的
な
一
一
要
素
に
っ
い
て
概
略
を
知 

る
こ
と
を
得
た
。

こ
の
他
、
史
料
と
し
て
の
檢
地
帳
に
つ
い
て
得
た
と
こ
ろ
を 

要
約
し
よ
う
。
從
來
の
檢
地
帳
研
究
が
、
村
方
に
残
存
す
る
散
發
的
な
も
の
を 

基
礎
に
行
わ
れ
て
来
た
事
は
止
む
を
得
な
い
制
約
で
あ
っ
た
。
從
っ
て
そ
の
場 

合
同
一
の
領
主
に
よ
る
、
同
一
地
域
の
、
同
一
年
代
の
檢
地
が
あ
る
基
準
に
據 

っ
て
行
わ
れ
た
結
果
、
残
さ
れ
た
檢
地
帳
は
全
く
同
一
の
記
載
樣
式
を
有
す
る 

も
の
で
あ
る
事
を
無
批
判
的
に
前
提
し
、
そ
こ
か
ら
そ
の
檢
地
の
性
格
、
領
主 

の
權
カ
構
造
を
云
々
し
て
来
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
紀
州
の
場
合
見
出
さ
れ 

た
事
實
は
、
施
行
し
た
檢
地
役
人
に
よ
っ
て
記
載
の
樣
式
が
非
常
に
異
り
、
又 

そ
れ
が
石
盛
や
、
土
地
品
位
の
認
定
の
上
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
と
言
う
事
で 

あ
る
。
た
と
え
ば
紀
州
檢
地
帳
に
お
い
て
も
、

一

見
し
て
こ
の
檢
地
の
有
す
る 

ニ
面
性——

土
地
と
農
民
の
把
握
に
お
け
る
分
離——

を
摑
み
出
し
得
る
よ
う 

な
記
載
を
す
る
も
の
と
、
然
ら
ざ
る
も
の
と
が
あ
る
。
從
つ
て
若
し
我
々
が
後 

者
の
も
の
の
み
し
か
見
出
せ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、

こ
の
よ
う
な
紀
州
檢
地
の
ニ 

要
素
を
結
誠
す
る
事
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
、
初
期
に
お
け
る
檢
地 

帳
か
ら
遡
及
し
て
そ
の
檢
地
の
性
格
に
つ
い
て
論
ず
る
場
合
、
出
來
得
れ
ば
全

藩
的
な
史
料
の
殘
存
す
る
事
、
少
く
と
も
各
檢
地
役
人
別
に
記
載
上
の
相
違
親 

を
比
較
し
得
る
程
に
檢
地
帳
が
存
在
す
る
事
が
前
提
と
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
 

現
在
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
地
域
的
に
ま
と
ま
つ

て
残
さ
れ
て

い
る
初
期
It
*

 

帳
は
、
天
正
十
三
年
の
土
佐
、
同
十
七
年
の
肥
後
、
文
祿
三
年
の
伊
勢(

元
和 

以
後
の
和
歌
山
藩
領
の
み〕

、
慶
長
六
年
の
紀
伊

(

牟
婁
郡
東
部
の
み)

、
同
七 

年
の
出
妻
等
で
あ
る
が
、

こ
の
よ
う
な
旣
存
の
藩
政
史
料
に
よ
る
分
析
が
何
よ 

り
も
望
ま
れ
る

j

方
、
村
方
の
も
の
も
よ
り
廣
範
圍
に
亙
っ
て
發
掘
さ
れ
、
利 

用
さ
れ
る
事
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
如
く
、
冒
頭
に
示
し
た
檢
地
帳
研
究
に
對
す
る
筆
者
の
疑
問
黯
は
、
 

そ
れ
ぞ
れ
或
る
限
界
內
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
得
た
。
勿
脑
當
然
よ
り
明
確
に 

す
べ
く
し
て
な
し
得
な
か
つ
た
部
分
も
あ
る
し
、
疑
間
は
盡
き
な
い
の
で
あ
る 

が
、
得
ら
れ
た
結
果
を
基
と
し
て
、近
世
初
期
に
お
け
る
領
主
對
農
民
の
關
係
、
 

成
立
期
に
お
け
る
近
世
大
名
の
權
カ
構
造
の
形
態
に
っ
い
て
筆
者
の
見
通
し
と 

も
言
う
ベ
き
見
解
を
述
べ、

結
？， 1

と
し
よ
う
。

ま
ず
第
一
に
、
紀
州
に
お
け
る
以
上
の
如
き
領
主
葑
農
民
、
土
地
の
分
離
し 

た
關
係
は
、
ど
の
程
度
に
ま
で
全
國
的
に
擴
張
し
て
考
え
得
る
か
と
い
う
黯
で 

あ
る
。
こ
れ
は
、
檢
地
の
行
わ
れ
た
慶
長
六
年
と
言
う
年
の
社
會
的
背
景
と
、
 

領
主
た
る
淺
野
氏
の
®

か
れ
た
條
件
を
解
明
す
る
事
に
よ
っ
て
、
逆
に
そ
の
特 

殊
性
、
地
域
性
を
止
揚
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

淺
野
氏
は
近
江
の
出
身
で
あ
り
、
戰
國
の
諸
大
名
の
多
く
が
そ
う
で
あ
っ
た 

よ
う
に
畿
內
周
邊
の
動
亂
の
渦
の
中
に
次
第
に
生
長
し
て
行
っ
た
。
そ
し
て
終 

に
は
秀
吉
の
外
戚
と
し
て
、
彼
の
武
力
に
よ
る
全
國
平
定
の
重
耍
な
肱
岜
と
な 

り
、
朝
鮮
遠
征
に
お
い
て
も一

軍
の
將
と
し
て
戰
い
の
內
に
播
き
込
ま
れ
ざ
る 

を
得
な
か
つ
た
。
關
カ
M

役
に
お
い
て
彼
が
何
故
東
國
方
に
つ
か
ね
ば
な

ら

な

近
世
初
期
の
検
地
と
本
百
姓
身
分
の
形
成

か
っ
た
か
は
こ
の
際
問
題
と
す
る
必
要
は
な
い
。
' 

重
要
な
の
は
、

こ
の
よ
う
に 

淺
野
氏
が
典
型
的
な
戰
國
の
武
將
と
し
て
終
始
し
た
結
果
、
領
地
の
支
配
に
際 

し
て
も
そ
の
性
格
が
反
映
さ
れ
る
と
言
う
黯
で
あ
る
。
淺
野
氏
が
入
國
し
た
紀 

州
は
、
天
正
十
三
年
の
秀
吉
の
南
征
で
旣
に
中
世
的
な
領
有
關
係
を——
幾
っ 

か
の
褽
で
遺
制
と
し
て
殘
し
つ
っ
も，一

-

ー
應
打
破
し
て
あ
つ
た
。
し
か
し
、
 

特
に
避
遠
の
地
で
あ
る
牟
婁
郡
地
方
や
、
01

間
部
に
は
依
然
と
し
て
無
視
し
得 

ざ
る
土
豪
的
勢
力
の
残
存
し
て
い
た
事
は
事
實
で
あ
る
。
檢
地
は
一
方
に
お
い 

て
は
こ
の
よ
う
な
土
豪
層
を
他
の
一
般
農
民
と
同
じ
く
身
分
的
に
は「

本
百
姓」 

と
し
て
規
定
し
、
直
接
賦
役
負
擔
能
カ
者
と
し
て
算
定
し
、
他
方
に
お
い
て
は 

土
地
の
檢
尺
を
改
め
る
事
に
よ
っ
て
そ
の
石
高
を
增
加
さ
せ
た
。
こ
の
際
當
然 

そ
れ
ら
土
豪
層
と
妥
協
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
面
は
あ
つ
た
に
せ
よ
、
と
も
か
く
も
こ 

の
檢
地
を
通
し
て 

一
_

知
行
«|
を
持
っ
た
近
世
大
名
と
し
て
の
領
主
權
を
發
現 

し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
先
に
述
べ
た
戰
國
武
將
と
し
て
の
性
格
、
 

そ
れ
に
慶
長
六
年
と
い
う
未
だ
戰
國
の
餘
燼
が
消
え
ぬ
時
期
か
ら
し
て
、
農
民 

の
支
配
は
軍
事
的
目
的
に
必
要
な
賦
役
關
係
を
中
軸
と
.し
て
行
わ
れ
る
。
彼
は 

そ
れ
迄
の
自
己
の
經
驗
^

#

に
畠
■
遠
征
の
影
響
は
大
き
い
で
あ
ろ
う

^

, 

か
ら
綜
合
的
な
軍
事
力
を
保
持
す
る
た
め
に
は
何
よ
り
も
ま
ず
支
配
す
る
農
民 

の
賦
役
を
必
要
と
す
る
事
を
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
領
主
の
全
く
恣
意
的
な 

要
求
で
農
民
の
賦
役
を
徵
_

す
る
事
は
期
待
し
得
な
い
。
特
に
自
己
が
移
封
さ 

れ
た
領
主
で
あ
り
、
領
地
と
の
緣
故
的
な
關
係
は
全
く
な
か
つ
た
こ
と
と
、
戰 

國
の
動
亂
に
被
征
眼
者
と
し
て
、
或
い
は
又
關
ヵ
原
役
に
敵
對
者
と
し
て
存
在 

し
た
處
の
土
豪
達
の
存
在
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
事
は
全
く
不
可
能
で
あ
っ
た
。 

從
っ
て
彼
の
と
る
べ
き
途
は
、

H

疋
の
規
準
を
設
け
、
そ
れ
に
基
い
て
賦
役
の 

徵
發
を
行
う
事
で
あ
っ
た
。

こ
の
規
準
が
本
百
姓
身
分
の
設
定
で
あ
り
、
そ
の

. 

七

九

(

一
五
九)
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■

合
計
に
よ
っ
て
領
主
は
確
保
し
得
る
賦
役
負
擔
能
力
を
知
り
得
た
の
で
あ
る
。 

そ
の
場
合
、
本
百
姓
身
分
に
編
入
さ
れ
る
者
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
家
の
戶
主
が 

_

爭
を
主
と
す
る
賦
役
負
擔
に
耐
え
得
る
者
で
あ
る
事
を
要
し
、
老
人
、女
子
、
 

不
具
者
は
除
か
れ
る
。
次
に
あ
る
程
度
の
搦
立
的
存
在
で
あ
り
、
他
人
の
隸
屬 

者
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
し
て
村
落
柳
成
の
下
位
者
は
除
外
さ 

れ
る
。

こ
れ
に
對
し
て
上
位
者
の
村
政
擔
當
者
が
除
外
さ
れ
る
の
は
、
彼
等
の 

多
く
が
そ
う
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
土
豪
層
へ
の
妥
協
で
あ
る
と
同
時
に
、
 

村
政
擔
當
者
と
し
て
の
地
位
を
保
證
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
宗
教
M

係
者
が
除 

外
さ
れ
る
の
は
當
然
で
あ
り
、
特
殊
技
能
者
が
除
外
さ
れ
る
の
は
、
彼

等

を

！
 

般
的
賦
役
に
用
う
る
よ
り
は
、
そ
の
技
能
を
保
證
し
、
そ
の
面
で
こ
れ
を
利
用 

し
て
行
く
方
が
有
效
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
上
限
及
び
下
限
が
除
外
さ 

れ
た
結
果
、
本
百
姓
身
分
を
形
成
す
る
の
は
以
上
の
ど
の
項
に
も
含
ま
れ
ぬ
一 

般
的
農
民
で
あ
っ
た
事
が
知
れ
よ
う
。

こ
の
極
め
て
瞹
昧
な
表
現
で
示
さ
れ
た 

一
般
的
農
民
と
は
、
經
濟
的
に
は
自
營
農
民
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
十
分
な
る 

條
件
に
す
ぎ
な
い
。
從
っ
て
初
期
本
百
姓
U

自
營
農
民
と
い
う
關
係
は
成
立
し 

な
い
。
た
だ
領
主
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
本
百
姓
身
分
設
定
の
前
提
と
し
て
、
自 

營
農
民
の
一
般
的
な
形
成
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
の
意
味
で
は
身
分
的 

規
定
の
基
礎
と
し
て
、
經
濟
的
な
規
定
を
下
す
事
は
可
能
で
あ
る
。

こ
の
親
の 

考
察
は
取
扱
っ
た
史
料
上
の
制
約
か
ら
本
稿
で
は
全
く
觸
れ
得
な
か
っ
た
*:
も 

重
要
な
問
題
の
一
っ
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
點
を
考
え
て
見
る

と
、
紀
州
檢
地
に
お
け
る
領
主
支
配
の
ニ
面
性 

を
も
た
ら
し
た
條
件
は
、決
し
て
紀
州
特
有
の
條
件
で
は
な
い
事
が
知
ら
れ
る
。
 

勿
論
量
的
な
差
は
ぁ
っ
た
に
せ
よ
、
近
世
初
期
に
お
け
る
大
名
の
多
く
は
戰
國 

動
亂
の
最
中
に
生
長
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、農
民
の
支
:®

に
お
け
る「

役

八
〇

(

1

六
〇)

家
體
制」

、
卽
ち
13

期
に
お
け
る
本
百
姓
身
分
の
形
成
は
一
般
的
に
見
ら
れ
る 

形
態
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ

い
。
こ
の
よ
う
な
形
態
が
何
年
ま
で
纘
く
の
か 

は
、
そ
の
本
來
必
要
と
し
た
戰
爭
が
大
阪
兩
役
を
除
い
て
は
全
く
終
止
し
、
所 

謂
元
和
偃
武
の
世
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
比
較
的
短
命
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ 

い
。

し
か
し
そ
の
樣
な
後
年
の
條
件
を
可
逆
的
に
慶
長
期
に
迄
適
用
し
て
考
え 

る
事
は
で
き
な
い
。
慶
長
元
和
を
戰
國
期
の
次
に
位
置
す
る
時
期
と
し
て
考
え 

る
事
は
現
在
の
立
場
で
あ
っ
て
、
當
時
の
觀
點
か
ら
す
れ
ば
な
お
、
戰
國
期
の 

延
長
で
あ
っ
た

。

特
に
本
稿
の
對
象
と

な

っ
た
紀
州
檢
地
が
®
長
六
年
に
施
行 

さ
れ
て
い
る
事
は
、
こ
の
よ
う
な
農
民
支
配
の
形
態
を
む
し
ろ
巡
然
の
事
と
し 

た
。第

二
に
こ
の
よ
う
に
し
て
打
出
さ
れ
た
本
百
姓
身
分
の
形
成
は
如
何
な
る
意 

義
を
有
す
る
の
か
と
言
う
間
題
で
あ
る
。
戰
國
期
に
お
い
て
こ
そ
領
主
の
意
圖 

の
實
現
は
、
こ
の
よ
う
な
農
民
の
身
分
的
規
定
に
お
い
て
可
能
で
あ
り
、
且
っ 

又
最
も
適
合
せ
る
形
態
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
事
實
と
し
て
、
慶
長
以
後
に
お 

い
て
は
動
亂
期
は
過
ぎ
去
り
、
領
主
の
宓
耍
と
す
る
の
は
こ
の

よ
う
な
農
民
に 

よ
る
直
接
の
賦
役
で
は
な
く
、
土
地
か
ら
の
生
產
物
に
そ
の
比
重
を
移
す
こ
と 

と
な
っ
た
。
從
っ
て
近
世
初
期
に
お
け
る
こ
の
本
百
姓
身
分
の
形
成
も
短
期
間 

の
內
に
そ
の
本
來
の
意
義
を
失
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
L

か
し
こ
の
事
は
、

こ
の
よ
う
な
身
^
^
成
の
歷
史
的
意
義
を
も

否
定
す
る
も
の

で
は
な
い
。
本
百 

姓
は
こ
の
社
會
的
身
分
か
ら
轉
じ
て
、
や
が
て
經
濟
的
な
、
持
高
と
結
び
っ
い 

た
近
世
本
百
姓
へ
と
變
質
し
て
行
く
の
で
あ
る
が
、

こ
の
際
に
も
社
鲁
的
身
分 

と
し
て
の
性
格
を
强
く
殘
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
紀
州
藩
に
お
け
る
本
役
丨
半 

役—

無
役
と
言
う
農
民
身
分
の
^

序
は
、
變
質
し
た
と
は
言
え
、
や
は
り
初
期 

に
お
け
る
役
負
擔
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
本
百
姓
身
分
を
系
譜
的
に
原
型
と
し

て
有
し
て
い
る
。
從
っ
て
、
近
世
中
期
以
後
に
お
い
て
も
、
農
村
構
造
を
經
濟

的
な
高
持
-

-

-
水
呑
と
い
う
關
係
か
ら
の
み
律
す
る
事
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ

社
會
的
な
、
初
期
に
お
け
る
本
百
姓
身
分
が
、
そ
の
後
經
濟
的
な
も
の
へ
變
化 

す
る
際
、
本
来
の
性
格
を
如
何
に
變
化
し
て
行
く
か
に
考
察
が
向
け
ら
る
べ
き

c

註
三〕

で
あ
る
。
初
期
に
お
い
て
は
領
主
は
本
百
姓
敷
の
增
大
を
欲
す
る
で
あ
ろ
う 

が
、
や
が
て
賦
役
そ
の
も
の
が
不
要
と
な
れ
ば
そ
れ
程
の
關
心
は
持
た
な
く
な 

る
。
む
し
ろ
本
百
姓
敷
の
增
大
が
、
貢
租
生
產
者
と
し
て
の
農
民
の
經
濟
的
能 

力
の
低
下
と
な
る
場
合
は
分
地
制
限
を
行
う
事
に
よ
っ
て
そ
れ
を
制
限
せ
ね
ば 

な
ら
ぬ
方
向
に
さ
え
變
る
可
能
性
を
持
っ
。

一
方
農
民
側
と
し
て
も
、
本
百
姓 

と
し
て
領
主
に
よ
り
認
定
さ
れ
た
事
に
對
す
る
何
等
か
の
代
償
を
欲
す
る
し
、
 

又
實
際
に
入
會
地
や
用
水
の
利
用
に
關
し
て
有
利
な
權
利
を
獲
得
す
る
方
向
を 

決
定
づ
け
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
逆
に
こ
の
よ
う
な
權
利
を
固
守
す
る
一
方 

で
は
、
新
し
く
經
濟
的
に
獨
立
す
る
農
民
が
增
加
し
、
そ
こ
に
本
百
姓
と
非
役 

負
擔
農
民
と
の
間
に
半
役
と
言
っ
た
も
の
が
形
成
さ
れ
る
素
地
を
作
る
こ
と
に 

も
な
っ
た
。
又
初
期
の
本
百
姓
身
分
の
規
定
條
件
は
失
わ
れ
て
行
く
か
ら
、
そ 

れ
が
土
地
の
所
持
と
言
う
經
濟
的
條
件
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
變
化
す 

る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
時
代
の
推
移
と
共
に
、
領
主
側
も
農
民
側
も
、
い 

わ
ば
戰
國
型
の
本
百
姓
身
分
の
變
化
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
兩
者
の 

要
求
す
る
處
が
あ
る
場
合
に
は
合
致
し
、
あ
る
場
合
に
は
對
立
し
っ
っ
、
相
互 

規
定
的
に
近
世
的
な
村
落
構
造
を
打
ち
出
し
て
行
く
事
と
な
っ
た
。
し
か
し
そ 

の
場
合
と
雖
も
變
化
は
急
激
に
な
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
初
期
に
お
け
る
社 

會
的
身
分
と
し
て
の
■

を
强
く
殘
し
て
行
く
の
で
あ
る
。

こ
う
言
っ
た
過
程
に
っ
い
て
も
本
稿
で
は
全
く
觸
れ
得
な
か
っ
た
。
し
か 

し
、
近
世
初
期
に
お
け
る
檢
地
と
本
百
姓
身
分
形
成
は
以
上
述
べ
た
よ
う
な
戰

近
世
初
期
の
検
地
と
本
百
姓
身
分
の
形
成

國
大
名
の
、
近
世
大
名
へ
の
脫
皮
の
過
程
に
位
置
づ
け
る
事
に
よ
っ
て
、
封
建 

社
會
成
立
の
重
要
な
一
翼
を
擔
ぅ
の
で
あ
り
、
そ
の
歴
史
的
意
義
は
大
き
い
。
 

残
さ
れ
た
問
題
も
多
く
、
殊
に
こ
の
節
で
述
べ
た
内
容
は
一
っ
の
見
通
し
で
あ 

つ
て
、
全
く
今
後
の
硏
究
に
よ
つ
て
實
證
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
 

檢
地
帳
研
究
に
對
し
て
持
つ
べ
き
方
向
は
見
出
し
得
た
と
考
え
る
。

(

註

一
)

管
見
の
限
り
、
全
領
域
的
な
檢
地
帳
を
素
材
と

し
て
な
さ
れ
た
硏
究 

は
、
決
し
て
多
い
と
は

言
え
ず
、

し
か
も

そ
れ
ら
の
す
べ
て
が
本
文
で
示
し 

た
樣
な
制
限
を
拂
拭
し
得
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

(

註
ニ)

典
型
的
に
は
こ
の
樣
に
簡
略
化
し
得
る
が
實
際
は
こ
の
他
に
も
七
分 

役
、

二
分
半
役
等
が
存
す
る
村
も
あ
り
複
雜
で
.
あ
る
。

(

註
三)

本
論
文
の
脫
稿
後
、
今
井
林
太
郎
、
八
木
哲
治
兩
氏
に
よ
る『

封
建 

社
會
の
農
村
構
造』

が
公
に
さ
れ
た
。

こ
れ
は

攝
津
の
一
農
村
を
中
心
と
し 

た
個
別
的
な
硏
究
で
あ
る
が
、
初
期
本
百
姓
の
近
世
本
百
姓
へ
の
變
質
過
程 

を
史
料
に
よ
り
か
な
り
綿
密
に
分
析
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
も
敎
え
ら
れ
る
處 

多
か
ったが、

本
稿
の
著
述
に
當
っ
て
は

時
間
的
關
係
か
ら
し
て
そ
の

成
果 

を
十
分
に
取
り
入
れ
得
な
か
っ
た
。
な
お
本
誌
に
書
評
と
し
て
そ
の

內
容
を 

紹
介
し
、
筆
者
の
考
え
を
明
ら
か
に
し
て

お
い
た
。


